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一

、

研

究

課

題

と

問

題

点

本

論
文

は
、
日
本

鉱
山
業
の
確
立
過

程
に
お
け
る
友
子
制
度
の
研

究
を
基
本
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
稿

は
、
こ

の
基
本

課
題

を
果

た
す

た
め
の
い
わ
ば
序
論
を
な
す
。
す
な
わ
ち
「
一
、
研
究
課
題

と

問
題
点
」
の
節
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
友
子
研

究
が
、
明

治
期

の
友
子
研

究
を
欠
落

さ
せ
た
方
法
上
の
問
題
点

を
摘
出
し
、
こ
の
期
の
友
子
制
度

の
重
要
性
を
指
摘
し
、
本
論
文

の
研

究
課
題

を
明

ら

か
に
す

る
。
「
二
、
明
治
期

に
お
け

る
友
子
制
度
の
普
及
」
の
節
で
は
、
徳
川
末
期

に
一
定
程
度
全
国
的
に
成
立
し
て

い
る
と
思

わ
れ
る
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友
子
制
度

が
、
明
治
期

に
、
な

か
ん
ず
く
明
治
初
年
頃

か
ら
明

治
三
〇

年
代
前
半
ま
で
に
、
全
国

の
諸
鉱
山
で

ど
の
程
度
そ

の
存
在

が

確
認
さ
れ

る
か
、
い

わ
ば
友
子
制
度

の
普
及
状

態
を
実
証
的

に
明
ら
か
に
す
る
。

ま

た
本
稿
に
続
く
三
以
下

の
節
で

は
、

ま
ず
三
で
は
、
日
本
鉱
山
業
の
近
代
化
の
過

程
で
何
故
友
子
制
度
の
広
範
な
普
及
が
み

ら
れ

た
か
、
そ
の
必
然
性
を
分
析
す

る
。
そ

し
て
四
で

は
、
友
子
制

度
が
、
明
治
三
〇
年

代
前
半
ま
で

に
ど
の
よ
う

に
制
度
的

に
確

立
を
み

た
か
を
分
析
し
つ
つ
、
明

治
期

の
友
子
制

度
の
構
造
を
組
織
と
機
能
の
面

か
ら
分
析
す
る
。
ま

た
五
で

は
、
明

治
期

の
友
子
制

度
の
鉱

山
資
本
及

び
飯
場
制
度
と

の
関
係
、

あ
る
い
は
友
子

の
労
働

組
合
化
の
傾

向
を
分
析
し
、

明
治
期
の
友
子
制
度
の
構
造
的
特
質

を
解
明

し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ

る
。

私
は
、
す
で

に
四
年
前

に
「
友
子
研

究
の
回
顧

と
課
題
」

と
題
し
て
、

友
子
研

究
の
歴
史
を
回
顧
し
て
友
子
研

究
の
問
題
点

を
指
摘

し
、
当
面
す

る
研

究
課
題

と
し

て
、
友
子

資
料

の
発

掘
、
収

集
の
必
要
、

各
鉱
山
に
お
け

る
友
子
の
具
体
的
歴
史
的
な
解
明
の
必
要

を

提
唱
し

た
。
そ
し
て
そ
の
際

に
私

は
、
友
子

を
次
の
よ
う
に
規

定
し
た
。

「
友
子
は
、
徳
川
時
代

の
鉱

山

マ
ニ
ュ
フ

″
ク
チ
ュ
ア
に
雇
用

さ
れ
て
い

る
鉱
夫
の
同
職
組
合
（

ク
ラ

フ
ト

ー
ギ
ル

ド
）

の
一
種

と
し
て
成
立
し

た
。
友
子

は
、
雇
用

鉱
夫

の
同
職

組
合

と
し
て
成
立
し
た
本
質

か
ら
み
て
、
親
方
制
度
の
形

態
を
と
り
つ
つ
、
鉱

山
業

に
お
け

る
熟
練
労
働
力

の
養

成
、
労
働
力

の
供
給
調

整
、

構
成
員
の
相
互

共
済
、
さ
ら
に
鉱
山
内
の
生
活
・
労
働
秩
序
の
自

治
的
維
持
、
時

と
し
て
生
活
・
労
働

条
件

の
維

持
改

善
な
ど
の
多
様
な
機

能
を
保
持
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
友
子

の
諸
機
能

は
、

一
方
で
は
鉱
山

経
営
当
局

に
友
子

を
鉱
夫
支
配

の
た
め
に
利
用

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
他

方
で
は
、
労
働

者
の
過

渡
的
な
階
級
的

組
織

と
し
て
鉱
夫
の
利
害

を
擁
護

し
、

し
ば
し
ば
友
子

に
近
代

的
労
働

組
合
的

な
傾

向
を
保
持
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ

た

の

で

あ

る
。
こ
の
友
子

は
、
明
治
維
新
後

の
産
業
革

命
期

に
、

ヨ

ー
ロ
で
（

の
類

似
組
織

と
同

様
に
一
部

ク
ラ
フ
ト

ー
ユ

ニ
オ
ソ
ヘ
の
成

長
転
化
を
試
み

た
が

成
功
せ
ず
、

ヨ
ー
ロ

で
（

の
類

似
組

織
の
よ
う

に
穗

滅
し
な
い
で
、

鉱

山
業

の
近
代

化
の
過

程
で
資
本
の
労
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務
管
理
を
補
完
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
、
広
範

に
残
存
し
、
近
代
的
労
働

組
合
運
動

の
基

盤
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
大
正

期
に

入
る
と
、
友
子

は
、
資
本
に
と
っ
て
大
き
な
桎
梏
と
化
し
、
経
営
側

か
ら
否
定
さ
れ

る
よ
う

に
な
り
、
次

第
に
衰
退
し
て

い
く

が
。

一
度
定
着
し
た
も
の
は
容
易
に
解
体
せ
ず
、
昭
和
一
〇

年
代
ま
で
残
存
す

る
も
の
も
少

な
く

な
か
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦

へ

の
突

入
と
と
も
に
ほ
と
ん
ど
消

滅
す
る
に
い
售

な

」

私

は
、

さ
き
に
示

し
た
友
子
研

究
の
課
題
を
自

か
ら
果
た
す

た
め
に
、
ま

た
私

の
提
起
し

た
友
子

に
つ
い
て

の
仮
説

を
実
証
す

る
た

め
に
、
二
年

前
に
「

徳
川

時
代

の
金
掘
友
子
に
関
す
る
考
慰

を
発
表
し

た
。
私
は
こ

の
論
文
で

ま
ず
徳
川
期

に
お
い
て
友
子
が
如
何

に
成
立
し
た
か
、
そ

し
て
徳
川

末
期

に
友
子
制

度
が
ど

○
程
度
全
国
的
に
普
及
し
て
い

た
か
を
、
多
少

と
も
資
料
的

に
証
明
す

る
こ

と

を
試

み
た
。
私
の
徳
川
期

の
友
子
研

究
上
の
仮
説
は
、
ま
だ
資
料
の
不
足
も
あ

っ
て
十
分
に
説
得
的
と

は
い
え

な
い
が
、
そ
れ
で

も
あ

る
程
度
実
証
的

に
な
っ
た
と
確
信
し

て
い
る
。
そ
し
て
今
後
、
各
地
の
鉱
山
資
料
を
発
掘
し
、
点
検
し
、
友
子
資
料

の
発
見

に
努

め
る

な
ら

ば
、
私

の
仮
説
は
尚

一
層
実
証

的
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

例
え
ば
、
私

が
「

徳
川

時
代

の
金
掘
友
子

の
考
察
」
で
利
用

し
た
石
川

博
資
『
日
本
産
金
史
』
の
引
用
し
て
い

る
『
鉱
夫
雑
談
』
と

い
う
鉱
山
文
書

は
、

徳
川
期

の
友
子
制
度

の
存

在
を
証

明
す
る
有
力
な
資
料
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
、
作
者
も
年
代
も
不
明
で
あ
り
、

従

っ
て
信
憑

性
の
乏

し
い
資
料

と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
夏

秋
田

の
鉱
山
調
査
の
折
に
、
こ
の
資
料
の
原
本
を
み
る

ご
と
が
で
き

た
。
秋
田
県

立
博

物
館
所
蔵

の
資
料

の
中

に
『
鉱
夫
雑
諢

』
全
五
巻
本

〇
但
し
二

巻
分
が
欠
落
）

が
あ

る
。
本
書
は
、
杉

山
壽

山
が
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）

に
書

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
杉
山
壽
山
は
、
す
で
に
『
鉱
山
紀
年
録
』
の

編
者

と
し
て
知

ら
れ

た
鉱

山
通

の
藩
吏
で

あ
る
。
こ

の
文

書
の
友
子

に
関
す
る
記
述

は
、「

巻
之
四
」
の
冒
頭
に
あ
り
、
石

川
博
資
引
用

の
文
面
と
字
句

と
に
若
干

の
違

い
が

あ
る
が
、

基
本

的
に
同

じ
も
の
と
確
認
さ
れ

た
。

し

か
も

博
物
館

の
テ
キ
ス
ト
は
、
「

杉
原
氏
蔵

書
」

の
朱
印

が
あ
り

。
壽

山
家

に
保
存
さ

れ
て

い
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
可

能
性
が
強
く
、
石
川

氏
引

用
の
も
の
は
「

鉱
夫
雑
談
」
と
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な

っ
て
い
て
、
写
本

の
類

で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
幻
の
書
と
さ
れ
て

い
た
『
鉱
夫
雑
談
』

の
存
在
が

確
認
さ
れ
、
秋
田
地
方

の
鉱
山
で
文

政
八
年
（

一
八
二
五
）

に
友
子

の
存
在
を
確
認
し
て
い

る
事
の
意
義
は
大
き
い
。
こ

と
ほ

ど
左
様

に
、
我

々
は
今
後
徳
川
期

の
友
子
資
料

の
発
掘

に
努

め
る
な
ら
ば
、
友
子

の
存
在
は
よ
り
一
層
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
と
く
に
地

方
の
鉱
山
研
究
者

に
こ

の
紙
上

を
か
り
て
訴
え

た
い
の
は
、
こ

れ
ま
で
の
鉱
山
資
料

の
中
で
友
子

の
存
在
を
見

落
し
て
い
な
い

か
ど
う

か
を
検
討
し
て
欲
し
い
と

い
う
こ

と
で
あ
り
、
新

た
な
友
子
資
料

の
発

掘
に
努
め
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
徳
川

期
の
友
子

の
成

立
の
検
討

に
続

い
て
私

は
、
明

治
期

に
お
け
る
友
子
制

度
の
検
討

を
行
な
う
こ
と
に
な

っ
た
。
し

か
し

こ
れ
ま
で
明
治
期
に

お
け

る
友
子
制
度
に
関
す

る
資
料

は
、
き

わ
め
て
乏

し
い
。
資

料
の
不
足

に
は
、
二
つ
の
原
因

が
あ

る
。
一
つ
は
、

明
治
期
の
友
子

は
、

メ
ン
バ

ー
が
無
筆
で
あ

っ
た
た

め
、
少
な
く

と
も
明

治
三
〇
年
頃
以

前
に
は
、

自
か
ら
の
資
料
を
書
き
残
す
こ
と

が
少

な
く
、
友
子

の
運
営
も
慣
行
と
し
て
行
な

わ
れ
成
文
規
約

を
も
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
も
う
一
つ
の
原
因
は
、
明
治
期

の
友
子

に
対
す
る
研

究
上
の
関
心
が
低

か
っ
た
こ
と
に
も

あ
る
。
こ
れ

ま
で

の
友
子
研
究

で
は
、
資

料
不
足

の
関
係
も
あ
っ
て
明
治
末

期
以
降

の
友
子

を
専
ら
研

究
対
象
と
し
、
明
治
期
の
友
子
制
度

に
つ

い
て

な
ん
ら
検
討

す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
こ
の

事

は
、
実

に
奇
妙

で
あ
る
。
も
と
も
と
友
子
制

度
は
、
一
般

に
徳
川
期

に
発
生

し
あ

る
い
は
成
立
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
こ
れ

ま
で

の
研

究
者
は
、
主
に
大
正
、

昭
和
期
の
友
子

を
研

究
対
象

と
し
問
題

に
し
て

き
た
だ
け

で
、
ほ

ぼ
完

全
に
明

治
期

の
友
子

制
度

を
無
視
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。

こ
れ

ま
で

の
友
子
研

究
が
明
治
期

の
友
子

を
無
視
し
た
の
は
、
確

か
に
資
料
不
足

に
大
き
な
原
因

が
あ
る
こ

と
は
間
違

い
な
い
。
し

か
し
注
意
深
く
み

る
と
、

こ
れ
ま
で
の
友
子
研

究
の
方
法
上
に
も
問
題
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い

か
と

も
思

わ
れ

る
。

例
え

ば
松

島
静
雄

氏
の
『
友
子

の
社
会

学
的
考
察

』
は
、
友
子
を
制
度

の
歴

史
的

発
展
過

程
に
お
い
て
で
な
く
、
歴
史
を
捨
象
し

た
社
会
現

象
と
し
て
分

析
す

る
傾
向
が
強
い
。
も

ち
ろ
ん
松
島
氏

は
、
友
子

の
「
変
１９
Ｊ

を
も
分

析
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
友
子
の
歴
史
的
変
遷
を
要
約
的
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に
述

べ
た
に
と
ど
ま
り
、
友
子

を
歴

史
的
な
発
展
段
階
に
お
い
て
分
析
し
、
歴
史
段
階
ご
と
の
友
子
の
構
造
的
特
質
を
解
明
し
て
い
る

の
で

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
の
友
子

は
資
料
不
足
の
た

め
無
視
さ
れ
、
資
料
的
に
明
ら
か
に
な
る
大
正
期
の

友
子
制

度
が
、
明

治
期

に
ど
の
よ
う
に
形

成
さ
れ
、
こ
の
時
期

ま
で
に
如
何
な
る
構
造
を
形

成
し
て
き

た
か
、
と
い
り
視
点
が
著
し
く

弱
く

な
る
の
は
当
然

で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な
松
島

氏
の
友
子
研

究
の
歴
史
的
方
法
の
欠

如
は
、
次
の
よ
う
な
友
子
の
歴
史
把
握
と
な

っ
て
い

る
。
松
島
氏
は
、
さ
き

の
労
作

の
中
で

コ
兀
来
友
子

の
源

泉
は
遠
く
徳
川

初
、
中
期
に
さ

か
の
ぼ

る
と
い

わ
れ

る
が
、
そ

の
勢
力

に
な
ん
ら

か
の
消
長
が
あ

る

の
は
当
然

で
、
最

も
形

態
的
な
発
展
の
段
階
に
到
達
し
た
の
は
明
治
末
期

か
ら
大
正

初
期
に

か
け
て
の
時
代
で
は
な
い

か

と

思

わ

れ

（
８
）

る
」

と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
し
、
一
見
し
て
問
題

は
な

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
し

か
し
私

に

は
疑

問
が
あ
る
。
友

子
制

度
は
、
明
治
末
期
に
「

最
も
形

態
的
な
発
展
の
段
階
」

に
達
し

た
と
い
え

る
で

あ
ろ
う

か
。

も
っ
と
も
松
島

氏
の
こ
う
し
た
云
い
方
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
常
識
的

に
み
れ
ば
あ

る
制
度
が
「
最
も
形
態
的
な
発
展

の

段
階

に

到
達
し

た
」
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
、
資
本
主
義

に
つ
い
て

い
え
ば
、

了

こ

段
階

に
資
本
主
義

は
成
立
し
、
産
業
革

命
に
よ
っ
て
資
本
主

義
は
確
立
し
、
資
本
主
義
の
確
立
期
以
降

の
自
由
競
争

の
資
本
主
義

の
時
代

が
最

も
形
態
的

な
発

展
の
段
階

で
あ
り
、
そ
し
て
独
占
段

階
の
資
本
主
義
は
、
資
本
主
義
の
変
容
、
新

た
な
形
態
的
な
発
展

と
み

な
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

と
こ

ろ
が
松
島
氏

の
場
合
は
、
友
子

の
「
最

も
形
態
的
な
発
展

の
段
階
」

と
は
、
如
何

な
る
も
の
か
が
な
ん
ら
説
明

さ

れ

て

い

な

い
。

も
し
松
島
氏

が
友
子
制
度

は
明
治
末
期

か
ら
大
正
初
期

に
か
け

て
、
形

態
的
に
発

展
し
て
確
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ぱ
、

私
は

こ

の
見

解
に
納
得
す

る
こ
と
は
で

き
な
い
。
私
見

に
よ
れ
ぱ
、
友
子
制

度
は
、
徳
川
期

に
成
立
し
、
明
治
前
期
に
鉱
業
の
近
代
化
の
開

始

を
通

じ
て

普
及

し
、
明

治
二
〇

年
代

少
な
く
と
も
三
〇
年

代
の
前
半
に
は
、
制
度
的
に
確
立
を
み
た
と
い
え

る
か
ら
で
あ

る
。
後

に

詳

し
く
分

析
す
る
よ
う
に
、
明

治
末
期

か
ら
大
正

初
期
に
か
け
て
の
友
子
制
度
は
、
友
子
の
組
織
及
び
機
能
、
あ

る
い
は
同
職
組
合

と
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し
て
の
本
質

の
面
で
、
基
本
的

に
は
、
す
で

に
明

治
二
〇
年

代
、

三
〇
年
代
前
半

の

友
子
制
度

と

同

一
の
も
の
で
あ
る
。
松

島
氏
が

「

最
も
形

態
的
な
発
展
段
階

に
到
達
し

た
」
と
把
え

る
友
子
制
度

は
、

む
し

ろ
明
治
期

０
友
子

と
大
正
期

０
友
子

の
中
間

に
位
置

し
、

明

治
期

に
確
立
し
た
友
子
制
度
が
、
新
し
い
社
会
経
済
情
況

の
中
で
、
新

た
に
形

態
的

な
発
展
を

と
げ

よ
う

と
す

る
時
期

の
友
子
制
度

で

は
な

い
か
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

右

の
論
点

上
の
差
異

は
、

単
な
る
見

解
上
の
相
違
と

い
う
も
の
で
な
く
、
友
子
の
歴
史
過

程
の
認
識

の
方
法
上

の
問
題
に
係
わ

っ
て

い

る
。
私

は
、
友
子
制

度
は
、
徳
川
期

に
成
立
し
、
維
新
後
の
鉱
山
業
の
発
展
過

程
で
、
明
治
三
〇

年
代
前
半
ま
で
に
制
度
的
に
確
立

し

た
と
み

る
。
松
島
氏

の
場
合

に
は
、
明
治
末
年

に
友
子

が
形

態
的
に
最

も
発
展
し
た
と
し
か
述

べ
ず
、
そ

れ
以

前
の
友
子

の
実

態
は

な
ん
ら
明
ら

か
で

は
な
い
。

尚
、
友
子
制
度
は
、
明
治
末
年

に
「
最
も
形

態
的
な
発
展

の
段
階
に
到
達

し
た
」

と
い
う
松
島

氏
の
主
張

が
、
単

に
「
小

坂
を
は
じ

め
多
く
の
鉱
山
で
明
治
三
七
、
八
年
前
後
を
境

と
し
て
そ
れ

ま
で
主

と
し
て
伝

承
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ

た
運

営
様
式

は
、
規

約
の
形
で

明
瞭

に
成
文
化
さ
れ

鳧

段
階
に
達
し

た
と
主
張
さ
れ
て
い

る
の
で
あ

っ
て
も
、
疑
問

は
残

る
。
第
一
に
、
友
子
制
度

が
「
最
も
形

態

的

な
発
展
の
段
階
に
到
達
し
た
」
の
は
友
子
が
成
文
規
約
を
も
つ
こ
と
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
見
解

は
、
単
な

る
制
度
の

現

象
的

な
整
備

に
つ
い
て
い
っ
て
い

る
だ
け
で
、
制
度
の
発
展
の
本
質
認
識

か
ら
は
程
遠
い
主
張
と
な

っ
て
し
ま
う
。
我

々
は
友
子
の

成
文
規

約
の
存
否

と
は
別

に
、
友
子

制
度
の
組
織
と
機
能
Ｏ
実

態
面

の
発
展
段
階
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
松
島
氏
は
、

明
治
三
七
、
八
年
頃

に
友
子

の
規

約
の
成
文
化

が
み
ら
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
私
見

で
は
、

後
に
分
析
す
る
よ
う
に
友
子

規
約

の
成
文
化

は
、
資
料
的

に
は
不
十
分

だ
が
明
治

三
〇
年
代

初
め
頃

ま
で
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ

に
し

ろ
本

論
文

は
、
こ

れ
ま
で
無
視

さ
れ

て
き

た
明

治
期

の
友
子
制

度
の
実
態

を
明

ら
か
に
し
、

大
正
、
昭

和
期

に
我

々
の

前
に
顕
在
的

に
現

わ
れ

る
友
子
制
度

が
、
す
で

に
明
治
三
〇
年
代
前
半

ま
で

に
制
度
的

に
確
立
し
て

い
た
と
い
り

と
と
を
実
証

し
よ
り
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と
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
本
論
文
は
、
明
治
期
の
友
子
制
度
に
関
す

る
最
初

の
論
文
で

あ
り
、
多
く

の
欠

陥
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、

あ

ま
り
に
も
資

料
の
不
足

に
よ

る
実
証

性
を
欠
い
て
い

る
か
も
知
れ

な
い
。
し

か
し
本

論
文

は
、
友
子
研

究
が
幾
分

た
り
と
も
前
進
し
、

他

の
研

究
者

に
い
さ
さ

か
で
も
刺
激
を
与
え

る
も
の
に
な
り
う
れ
ば
と
希
望

し
つ

つ
、
欠

陥
を
承
知
で
発
表

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
論

文

は
、

専
ら
地
方

の
友

子
研

究
や
鉱
山
研
究
者
の

成
果

に
依
拠

し
つ
つ

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
小

論
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
業
績
の
研

究
者
の
各
位

に
、
紙
上
を
借
り
て
深
く

お
礼

を
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
小
論
が
読
み
落
し

た
論
文
、
研
究
が

あ
れ
ば
、
御

指
示
、
御
教
示
を

お
願
い
し
、

か
つ
拙
論

へ
０
御
意
見
、
御

批
判

を
切
望

す
る
も
の
で
あ
る
。

尚
、
本
論
文
の
作
成

に
つ

い
て

は
、
以
下

の
諸
氏

よ
り
直
接

に
友
子

資
料

の
提
供
又
は
資
料
収
集
の
便
宜
を
受
け

た
の
で
氏
名
を
記

し

お
礼
の
言
葉
に
代
え

た
い
。

捐
倉
鉱
山
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
細
倉
鉱
山
労
組
書
記
長

梅
津

智
司

、
鶯

沢
町

鉱
山
資
料
館
長
三
塚
浩
史
、
及

び
佐
藤
正
夫

の
三
氏
、

院
内
鉱
山
の
資
料

に
つ

い
て

は
、
雄
勝
町
公
民
館
長
菊

地
俊

一
及

び
斉
藤
誠
一
、
吉
城
文
雄
の
三
氏
、
阿
仁
鉱

山
の
資
料

に
つ

い
て

は
、

阿
仁
町
教
育
委
員
会
教
育
長
吉
田
稲
穂
、
広

山
洞
主

加
賀
谷

広
の
両

氏
、
大
葛
鉱
山
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
比
内
町
史
編
纂
委
員
会
委

員
長
石
井
博
夫
氏
、
小

坂
鉱

山
の
資
料

に
つ

い
て
は
小

坂
町
町
会

議
員
栗
山
小
八
郎
氏
、
尾
去
沢
鉱
山
の
資
料

に
つ

い
て

は
、
角
鹿
市

史
編
纂

事
務

局
長

柳
沢
兌
衛
、
同
委
員

安
村
二
郎

の
両

氏
、
秋
田
県
立
博
物
館
長
畠
山
芳
郎
、
同
主
任
学
芸
主
事
磯
村

朝
次
郎
、
同

学

芸

主
事
仙
波
昭
彦

の
三
氏
。
北
海
道
の
資
料

に
つ
い
て
は
、
北
海
道
開
拓
記
念
館
学
芸
員
山
田
健
、
同
丹

治
輝
一

の
両
氏

、
日

立
鉱
山

の
資
料

に
つ
い
て

は
日

立
市

郷
土
博
物
館
学
芸
員
島
崎
和
夫
氏
、
生
野
鉱
山
の
資
料

に
つ
い
て

は
、
生
野
町
教
育
長

白
滝

祐
三
郎
氏
、

明

延
鉱
山
の
資
料
に
つ
い
て
は
明
延
労
組
の
山
内

重
勝
氏
、
吉
岡
銅

山
の
資
料

に
つ

い
て

は
、

ふ
る
さ
と
村

の
長
岡

隆
氏
、
九
州
の
資

料
に
つ
い
て
は
、
永
末
十
四
雄
氏
。
神
岡
鉱
山
の
資
料
に
つ
い
て

は
、
若
田
恒
雄
、
林
下
安
一

の
両
氏
。
そ

の
他
金
属
鉱
山
研

究
会
の
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左
合
藤
三
郎
、
松
井

勝
明
、
村
上

安
正

の
三
氏
。

大
原
社
研

の
二

村
一
夫
氏
、
友

人
の
労
働

運
動
史
研

究
家
渡
辺
悦
次
氏
等

々
。

一
の
注

（
１
）
　
拙
稿
「
友
子
研
究
の
回
顧
と
課
題
」
、
『
経
済
志
林
』
第
四
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
。

〇
２
）
　
同
上
、
七
七
－

八
頁

〇
３
）
　
拙
稿
「
徳
川
時
代

の
金
掘
友
子

に
関

す
る
考
察
」
、
『
経
済
志
林
』
第
四
九
巻

第
四
号

、
一
九

八
二
年
三
月

。

尚
。
当
初
私

は
、
友
子
研
究

を
鉱
夫
労
働
組
合
史
研
究

の
中
で
論

じ
て

い
く
つ

も
り
で

い
た
が
、
友
子
研
究

の
独
自

性
を
強
調
す

る
必
要

が

あ
る
と
思
う
に
至
っ
た
た

め
、
本
論
文

か
ら
友
子
研
究
を
組
合
史
研
究

か
ら
独
立

さ
せ

る
こ
と

に
し

た
。
こ
の
点
読
者
諸
氏

の
了
解

を
得
た
い
。

（

４
）
　
石
川

博
資
『
日
本

産
金
史
』
、
二
〇

三
－

七
頁
。

〇
５
）
　
秋
田
県
立
博
物
館
所
蔵
の
高
橋
真
人
家
資
料
、
資
料

Ｎ
ｏ
.　３
５
４
-
２
０
０３

（
６
）
　
杉
山
壽
山
『
鉱
山
紀

年
録
』
、
日
本
鉱

業
史
料

集
笛

二
期

近
世

篇
下

収
録
、
白
亜
書

房
。

（
７
）

松
島

静
雄
『
友
子

の
社
会
学
的
考
察
』
、

お
茶

の
水
書
房

、
第

六
章

参
照

。

（
８
）
　
同
上
書
、
一
九
六
頁
。

（
９
）
　
同
上
書
、
一
九
八
頁
。

二

、

明

治

期

に

お

け

る
友

子

制

度

の

普

及

田
　

関
東

、
中

部
地
方
に
お
け
る
友
子
制
度
の

普
及

す
で

に
前
稿

で
論
じ
た
よ
う
に
、
友
子
制

度
は
、
幕

末
期

に
は
、
全
国
的
に
散
在
し
、
広
範
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ

る
程
度
証

明

さ
れ

た
。
こ
の
友
子
制
度

は
、
維
新

後
の
鉱
山
業

の
発
展
、

と
く
に
近
代

的
鉱
山
業

〇
金
属
鉱
業
だ
け
で
な
く
炭
礦
業
）

の
発
展
過

程

に
お
い
て
新

た
な
発
展

を
み
せ
た
。

一
般
的
抽

象
的

に
み
れ
ば
、

マ

ニ
ュ
フ

″
ク
チ
ュ
ア
段
階
に
形

成
し

た
同

職
組
合
的
な
労
働
組

織

は
、
産
業

の
近
代
化
、
産
業
革

命
に
よ
っ
て
消
滅
す

る
か
新

た
な
別

の
形

態
に
転
化

す
る
か
に
考
え
ら

れ
る
。
例
え

ば
、

手
工
業

り
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仲

間
組
織
は
、
手
工
業
の
近
代
的
な
工

業
化
に
よ

っ
て
消
滅
し

た
。
し

か
し
、
鉱
山
業

に
お
け

る
友
子
制
度

は
、
徳
川
期

に
成
立
を
み

た
が
、

維
新
後
の
産
業
革
命
の
遂
行
の
過

程
に
消
滅
す

る
ど
こ
ろ

か
、
新
た
な
発
展
を
示
し
、
大
正
期

の
独
占
資
本
主
義
と
呼
ば
れ

る

高

度
に
発
展
し
た
資
本
主
義
段
階
の
鉱
山
に
お
い
て
も
広
範

に
残
存
し

た
。

私
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
明

治
維
新
期

か
ら
明
治
末
期
ま
で

に
、
全
国
各
地
の
鉱
山
で
友
子
制
度
が
初

め
て
そ
の
存
在
を
確
認
し
り
る

の
は
何

時
頃

で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
一
方
で

は
、
明
治
期
の
早
い
時
期
に
友
子
制
度
が

ど
の
程
度
普
及
し
て
い
た

か
を
示

す
だ
け
で
な
く
、

徳
川
期

に
成
立
し
た
友
子

が
、
逆

に
ど
の
程
度
の
普
及
度
を
も
っ
て
い

た
か
を
も
照
射
す

る
こ
と
に
な

る
で

あ
ろ
う
。
因

に
佐

々
木

潤
之
助

氏
の
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
、

友
子
は
せ
い
ぜ
い
幕

末
の
東
北
の
一
鉱
山
に
萌
芽
的

に
形

成
さ
れ
た
と
い

う

の
で

あ
れ
心
”

我

々
は
、

こ
れ
か
ら
み
る
よ
う
な
明
治
前
期
の
友
子

制
度
の
全
国
的
な
普
及
状
況
を
理
解
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
は

ず
で

あ
る
。

さ
て
明

治
期

の
友
子

は
、
松
島

氏
の
友
子
研

究
が
東

北
地
方
の
友
子

資
料
を
基
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
東
北
地
方
に
中
心

的

に
存
在

し
た
か
の
如
き
印

象
を
与

え
て
い
る
が
、
そ

の
印
象
は
誤
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
我
々
は
、
ま
ず
維
新
後
の
友
子
の
存
在
を
中

部
、
関
東
地
方

か
ら
検
討
し
て
ゆ

き
た
い
。

徳
川
期

の
末

に
は
、
飛

騨
地
方

の
和
佐
保

鉱
山
と
南
信
州
の
妙

典
舗
鉱
山
に
友
子
制

度
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
明
治
期
に
入

っ
て

も
飛
騨
地
方

で
は
最

も
明
隙

に
友
子
制
度
が
確
認

さ
れ
る
。
『
神
岡
鉱
山
史
』

は
、
す
で

に
徳
川
期

の

友
子

を

論
じ
た
際
に
も
指
摘
し

た
よ
う

に
、
明

治
二
年
四
月

に
、
飛
騨

の
神
岡

鉱
山
の
旧

坑

り
一
つ
で
あ
る
鹿
間
銅
山
で
、

一
〇

六
名
の
鉱
夫
が
友
子

に
取

立
て
ら
れ

た
こ

と
を
示

す
「

大
工
取

立
面
艶

が
存
在

す
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
「
取
立
面
附
」

は
、
見
習
鉱
夫

を
友
子

の

組
織

に
加

え

た
こ

と
を
示

す
名
簿

で
あ
り
、

こ
の
存
在

は
、
友
子

が
制

度
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
し

か
も
友
子
制
度
は
、

単

に
一
山

に
限
定
さ
れ
た
も
の
で

な
く
、
地
域
的

な
連
り
を
も
っ
て
お
り
、
鹿
間
銅
山
に
友
子
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
少
な
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く

と
も
飛

騨
地
方
の
他

の
鉱

山
で

も
友
子
制
度
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
確
実
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ

る
。

更

に
『
神
岡

鉱
山
史
』
は
、
注
目
す

べ
き
資
料

を
紹
介
し
、
明

治
一
〇
年

代
に
神
岡

鉱
山
の
旧

坑
に
友
子

制
度
が
広
範
に
存
在
し
て

（
３
）

い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
モ

の
資
料
と
は
、
「

大
工
取

立

二
附
諸
造
用
日
記
帳
」
と
「

浪
人
鋏
別
日
記
」

と
で

あ
る
。
こ

の

二
つ

の
資
料

は
、
同

史
に
よ

る
と
、
友
子
に
取

立
て
ら
れ
た
山
崎
徳
次
郎

に
よ
っ
て
記
述

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同

史
に
よ
れ
ば
、
山
崎
徳

次
郎

は
、
長
棟

鉱
山
で
三
代

に
わ
た
っ
て
働
い
て
き

た
家
系

の
大

で
あ
り
、

彼
の
祖
父

は
長
棟
鉱
山
に
関
係
し
た
文
書
を
記
き
残
し
た

人
物
で

あ
っ
た
。

こ
の
祖
父
の
孫
で
あ

る
徳
次
郎
は
、
鉱
夫

と
な

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

読
み
書
き
が
出
来

る
才
人

で
あ
っ
ら
心

こ

の
事

は
重
要

な
意
味

を
屯
つ
。
友
子

の
活
動

を
書
き
残
し

た
こ
の
二
つ

の
資
料

は
、
筆

の
立
つ
一
人

の
友
子

メ
ン
バ

ー
に
よ
っ
て
偶
然

に
も
書
き
残
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
下

層
階
級

に
属
し

た
当
時

の
鉱
夫

は
無
筆

で
あ
り
、
従

っ
て
友
子

の

メ
ン

バ

ー
は
誰
れ
も
友
子

の
活
動

を
書
き
残
し
は
し
な
い
。
せ
い
ぜ
い
取
立
面
附
の
名
簿

と
モ

こ

へ
の
若
干

の
書
き
込
み
を

残
す
ぐ

ら
い
で

あ

る
。
し

か
も
後

に
ふ
れ
る
よ
り

に
こ

の
時
期

に
は
、
友
子

は
ま
だ
非
公

然
で
あ

っ
た
か
ら
一
般
的

に
み
て
資
料

を
残
さ
な

か
っ
た
と

み
て
よ
い
。
徳
次
郎
が
友
子

の
活
動

を
記
述

し
た
と
い
り
こ

と
は
、
た
ま
た
ま
彼
が
文
字
を
書
け

た
と
い
り
偶
然

に
よ

る
。
従

っ
て
、

一
般
的
に
み
て
、
む
し

ろ
今
日

ま
で
明

治
初
期

の
友
子

が
自
分

の
資
料
を
残
さ
な

か
っ
た
の
は
、
右
の
事
情

か
ら
み
て
当
然
と
考
え

ら

れ
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
友
子
資
料
の
大
幅

な
欠
如

は
、
決
し
て
友
子
制

度
が
存

在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
証

明
す

る
こ
と
に

は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
充
分
に
留
意
す
べ
き
で
あ

る
。

さ
て
こ
の
二

つ
の
資
料
を
注
意
深
く
読
む
と
、
飛
騨
地
方
の
諸

鉱
山
に
お
い
て
明

治
一
〇
年

か
ら
一
七
年

ま
で
に
合
計
八
回
の
鉱
夫

取

立
が
行

な
わ
れ
た
事
実
が
明
ら

か
と
な
る
。
因
に
、
長
棟
の
清
五
郎

坑
の
友
子

メ
ン
バ

ー
は
、

明
治
一
〇

年
に
は
一
六
名
、
一
五
年

（
５
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
６
）

に
は
一
八

名
で

あ
っ
た
。
な
お
『
神
岡
鉱
山
史
』
は
、
明
治
一
七
年

に
行
な

わ
れ

た
長
棟
鉱

山
Ｏ
「
新
規
取

立
面
附
」

を
紹
介

し
て
い

る
が
、
こ

れ
に
は
二
〇
人

の
新
規
子

分
が
友
子
と

し
て
取

立
て
ら
れ
て
い

る
。
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以
上

の
よ
う
に
、
飛

騨
地
方

に
は
、
明

治
初
年
代

か
ら
明
治
一
〇
年
代

に
か
け

て
、

は
っ
き
り
と
友
子
制

度
が
存
在

し
て

い
た
こ
と

が
確
認

さ
れ

る
。
な

お
三
井

は
、
明

治
一
九
年

に
長
棟

鉱
山

を
は
じ

め
周
辺

の
諸

鉱
山
を
統
合

し
て
、

神
岡

鉱
山
を
設

立
す

る
の
で
あ

る
が
、
モ

の
際
、
旧
鉱
山
の
友
子
制
度

も
新

た
な
大
資
本
三
井

の
鉱
山
経
営

の
下

に
継

承
さ
れ
、
新
坑

の
開
坑

に
は
、
モ

こ

に
新

た
に

友
子
組
織
垳
匹

立
さ
れ

た
。
神
岡
鉱
山

の
友
子
資
料

は
幾
分
と
も

残
存
し
て

お
り
、
後

に
詳

し
く
分
析
す

る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で

は
、

明
治
初
年

か
ら
明
治
末
年

ま
で
、
飛
騨
地
方

に
友
子
制
度
が
広
範

に
存
在
し
て

い
た
こ

と
を
確
認

す
る
だ
け

に
と
ど
め
た
い
。

次

に
飛
騨
地
方

に
接
す

る
北
陸
地
方

の
鉱

山
に
お
け

る
友
子
制
度

に
つ
い
て
い
え

ば
、
恐

ら
く
飛
騨
地
方

と
同
様

に
徳
川
時
代

か
ら

存
在
し

た
と
思

わ
れ

る
が
、
私
の
不
勉
強
も
あ

っ
て
、
明
治
期
に
つ
い
て
も
今

の
と
こ

ろ
殆

ん
ど
友
子
制
度

の
存
在
を
確
認
す

る
資
料

を
見
出
し
え
て
い
な
い
。
尚
管
見
す

る
限
り
で
い
え
ば
、
細
倉
鉱
山
の
友
子
資
料

は
、
明
治
三
〇
年
六
月
二
五
日

に
石
川
県
加
賀
郡

の

齢
戸

鉱
山
で
取
立
が
行
な
わ
れ

た
こ
と
乙
心

し
て

お
り
、
明
治
三
〇

年

に
億

尸
鉱

山
に
友
子
制
度
が
存
在
し
て

い
た
こ

と
を
確
認
し
て

い

る
。
ま
た
左
合
氏
の
「
友
子
同
盟
に
関
す

る
研
究
」

に
よ
れ
ば
、
明
治
三
七
年

に
富
山
県
下

の
刊

作
鉱
山
で
友
子
の
取
立
が
行
な

お

心
寸

お
り
、
こ
こ

に
も
友
子
制
度
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
従

っ
て
北
陸
地
方

に
お
い
て
屯
、
明
治
期

に
友
子
制
度
が

普
及
し
て
い

た
こ
と
が
示
唆
さ
れ

る
。

次

に
関
東
地
方

に
お
け

る
友
子
制
度

の
存
在
を
み
て
み
ょ
う
。
関
東
地
方

に
お
い
て

は
鉱

山
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
歴
史
も
古

く
、
明
治
期
を
通
じ
戦
後
ま
で
日
本
の
銅
山

の
代
表
的
存
在
で
あ

っ
た
足
尾

銅
山

に
お
け

る
友
子
制
度
の
存
在

を
確
認
し

て

お

こ

な

う
。
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
徳
川
期
の
足
尾
銅
山

に
友
子
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
資
料
は
な
い
。
足
尾
銅
山
は
、
明
治
一
〇

年

に
古
河
市
兵
衛
に
よ
っ
て
新

た
に
開
発

さ
れ
、
以
後
、
漸
次
鉱
山
の
近
代
化
を

は
か
り
、
大
鉱
山

と
し
て
確
固

た
る
地
位
を
築
い
て

い

く
こ
と
に
な

る
。
し

か
し
、
足
尾
銅
山

の
場
合
は
、
明
治
一
〇

年
以
降
で
も
神
岡
鉱
山

の
よ
う

に
友
子
制
度

の
存
在
を
示
す
な

ん
ら
の

直
接
的
資
料
を
残
し
て
い
な
い
。
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し
か
し
足
尾
銅

山
で
は
、
古
河
市
兵
衛

に
よ
る
開
発

と
と
も
に
、
少

な
く

と
も
友
子

が
外

部
か
ら
移

入
さ
れ
た
可

能
性

が

み

ら

れ

０１
　

る
。
資
料
的

に
は
十
分
明

ら
か
に
し
え

な
い
が
、
市
兵
衛

が
、
足
尾
銅

山
の
開
発

と
経

営
に
際

し
て
、

各
地

の
熟

練
鉱
夫

を
ス
カ
ウ
ト

し
、
そ
の
場
合
、
友
子

も
移
入
し

た
可
能
性
が

あ
る
。
市
兵
衛

が
、
労
働
力

の
募
集
や
統
括

を
頼

む
有
力

な
鉱
夫
層

は
、
こ

れ
ま
た
友

子
の
有
力
者
で
も

あ
っ
た

に
ち
が

い
な
い
。
例
え

ば
「
足
尾

銅
山
の
思

い
出
」

を
語

っ
た
野
田
勇

太
は
、
村
上
安
正

氏
の
イ
ソ

タ
ビ
ュ

ー
に
答
え
て
、
明

治
一
七
年

に
足
尾
銅

山
に
入
山
し

た
父

の
話

と
し
て

次
の

如

く
述
べ
て
い

る
。
「
父

は
、
紀
州

の
人

で
、

も
う
ず
八

幡
の
神
宮
の
子
だ

っ
た
そ
う

だ
が
、
。（

ク
チ
と
涓
が
好
き
で
家

を
と
び
だ
し
、
坑
夫

と
な
り
、
大
和

の
小
鉱

山
を
渡
り

歩
き
、
そ

の
後

本
山
ソ
組
の
飯
場
頭
を
し
て

い
た
本
庄
隆
康
を
分
か
分

と
し
て

た
よ
り
、
足
尾
銅

山
に
稼

ぎ
に
き
匹
Ｊ

と
。
こ

の
証
言

は
、

野
田

の
父

親
が
、
奈
良
県
下

の
小
鉱
山
で
友
子
に
入
り
、
明
治
一
七
年

に
友
子
の
兄
弟
分
を
頻

っ
て
足
尾

銅
山
に
入
山
し

た
こ

と
を
示
す

だ
け
で

な
く
、
野
田
の
父
親
の
兄
弟
分
で
あ

る
本
庄
隆
康
が
、
明
治
一
〇
年
代
初

め
に
奈
良
の
鉱
山

か
ら
足
尾
銅

山
に
移
り
、
市
兵
衛

に
飯
場

頭
と
し
て
取
立
て
ら
れ
、
同
時
に
友
子
制
度
を
も
持

ち
込

ん
だ
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
こ

の
よ
う
な
事
情

は
、
足
尾

銅
山
の
開
発
と

と
も
に
足

尾
銅
山

に
友
子
制
度
が
存
在
し
て
い

た
こ
と

を
示
唆
す

る
も
の
で
あ

る
。

足

尾
銅
山
に
お
い
て
、
友
子
制
度
の
存
在
が
は

っ
き
り
と
確
認
さ
れ

る
の
は
、
明
治
二
〇
年
代

の
前
半
で
あ

る
。
塩
野
良
作
『
名
山

足
尾

』
〇
大
正
一
三
年
刊
）

は
、

一
老

坑
夫

０
回
顧

談
と
し
て

次
の
如
き
話
を

掲
載
し
て
い

る
。
す
な

わ
ち
「
私

が
此
足
尾

銅
山
へ
き

た
の
は
丁

度
、
明
治
二
一
一
年
の
五
月
で
し
た
。
生
れ
が
百
姓
な
の
で
初

め
の
う
ち
は
親
分
を
持

だ
な
い
で
坑
夫

を
や

っ
て

い
た
が
、
坑

夫
仲
間

で
は
親
分
が
な
い
と
、
自
分
の
立
場
が
苦
し
く
な

っ
た
の
で
、
二
年
ほ
ど
経

っ
た
と
き
親
分
を
持

ち
ま
し

岫

と
。

ま
た
同
書

（
1
9
1
）

は
、
明

治
二
四

年
頃

の
同
老
坑
夫
の
話
と
し
て
「
山
法
で
一
番
重
い
の
が
友
子
の
除
外
と
い

っ
て
」
、

坑
夫
の
規
律
違
反

、
犯
罪

に

対

す

る
友
子
内

部
の
制

裁
に
つ
い
て
記
し
て
い

る
。

こ

れ
ら
の
話

は
、
明
治
二
〇

年
代
の
初

め
に
、
す
で

に
足
尾
銅
山
に
友

子
制
度
が
存
在
し

た
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。
こ
れ
ら

の
話
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は
、
足
尾

銅
山
で
単

に
友
子

の
存
在
が
認

め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
親
分
を
持
た
な
い
と
坑
夫
と
し
て
働
い
て
ゆ
け
な
い
雰
囲

気
が

あ
り
、
厳

し
い
友
子
社
会

の
規
律

が
確
立

さ
れ
て
い
て
、

友
子

の
制
度
と
し
て
の
存
在
が
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ

る
と
い
り
こ

と

で
あ
る
。

足
尾

銅
山
に
お
け

る
友
子
制

度
の
存
在

は
、
明

治
二
〇

年
代

末
に
は
、

よ
り
一
層
明
確
に
確
認
さ
れ
る
。
明
治
二
九
年
四
月

の
「

国

民
新
聞
」

に
発
表

さ
れ
た
松
原

岩
五
郎

の
（
足
尾

銅
山

〇
曠
夫
の
生
活
）
」

は
、
鉱
夫
仲
間

の
項

を
設
け
て
、
直
接
友
子

の

用
語
を
使

っ
て

は
い
な
い
が
、
友
子
制

度
の
存
在
を

論
じ

た
。

彼
は
、
坑

夫
の
親
分

子
分
関
係
、
共
済
活

動
を
論
じ
、
「
此

の

仲

間
に

通

ぜ
る
一

つ
の
社
会
的
規

約
あ
り
て
、
其
法
律

を
遵
守
す
る
こ

と
堅
し
」

と
指
摘
し
、
更

に
「

是
は
唯
こ
の
鉱
山
に
の
み
限
り

た
る
約
束

に
あ
ら

ず
し

て
全
国
何

れ
の
啖
山
に
於

て
も
従
来

よ
り
定
め
ら
れ
る
約
脂

の
制

度
で
あ

る
と
も
付
け
加
え

た
。
後
半
の
記
述
は
、
友
子
制
度

が
、
明

治
二
〇

年
代
末

に
は
っ
き
り
と
全
国
的

に
通
用
す

る
制
度
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し

た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。足

尾

銅
山
に
お
け

る
友
子
制

度
は
、
明

治
四
〇

年
の
足

尾
暴
動
（

鉱
山
大
騒
擾
）

と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
後

に
稿

を
改

め
て
検
討

す
る
こ

と
に
す
る
。
こ

こ
で
は
、
足
尾

銅
山
に
お
い
て
、
友
子
制

度
の
存
在
は
明
治
一
〇

年
代

に
示
唆

さ

れ
、
少

な
く

と
も
明

治
二
〇
年

代
の
初
か
ら
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ
る
と
指
摘
す

る
に
と
ど

め
て
お
き
た
い
。

関
東
地
方

の
も
う
一

つ
の
有

名
鉱
山
で
あ
る
日

立
鉱
山
で
は
、
何
時
頃

か
ら
友
子

の
存
在
が
認

め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う

か
。
日
立
鉱

山

は
、
明

治
三
八
年

に
久
原
房
之
助

に
よ
っ
て
設

立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
日
立
鉱
山

の
友
子
資
料
は
、
明
治
期

に
つ
い
て

は
管
見
す

る

限
り
見
当

ら
な
い
。

し
か
し
、
日
立

鉱
山
の
前

身
で
あ
る
赤
沢

鉱
山
は
、

明
治
三
二
年
に
開
発
さ
れ
て

お
り
、
モ

の
際
友
子
制
度
屯
移

入

さ
れ
た
よ
う

に
思

わ
れ
る
。
昭
和
期
の
日
立

鉱
山
の
友
子

資
料
の

中

の

仏
参
記
録

に
は
、
「

明
治
三
拾
七
年
八
月
廿
四
日
没
、
故
谷

山
松
太
郎
、
仏

参
人

赤
沢
坑
夫
一
ｍ

Ｊ

と
い
う
記

述
が
あ
り
、
赤
沢
鉱
山
の
友
子
が
、
明
治
三
七
年
八
月

に
死

亡
し

た
鉱
夫

の
葬
式

を
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行

な

い
、

彼

の

墓

を
建

て

た

こ

と

を
示

し

て

い

る

。

こ

の

事

か

ら

、

す

で

に
赤

沢

鉱

山

で

は

明

治

三

七

年

に

友

子

制

度

が

存

在

し

て

い

た
こ

と

が
確

認

さ

れ

る
。

恐

ら
く

明

治

三

二

年

の
開

発

と

と

も

に
友

子

は

移
入

さ

れ

た

に

違

い

な

い

。

ま

た
明

治

二

七

年

に
開

発

さ
れ

た
山

梨

県

下

の
宝

鉱

山

で

も

、

三

菱

鉱

業

本

社

の
調

査

に

よ

る

臨

）
開

発

当

初

か

ら
友

子

制

度

が

創

立

さ

れ

た

と
伝

え

ら

れ
て

い

る

と
指

摘

さ

れ
て

い
る

。

更

に
云

え

ば

、

細

倉

鉱

山

の
友

子

資
料

に

よ

れ
ば

、

明

治

三

五
年

に

岐

阜
県

の

河

井

鉱

山

で

、

同

三

六

年

に
群

馬

県

の
榛

名

の
隧

道

工

事

で

、
同

四

二

年

に
山

梨

県

の
市

川

水
力

坑

と

い

う

と

こ

ろ

で
そ

れ

ぞ

れ
取

立

が

行

な

わ
れ

た
こ

と

を
螟

て

お
り

、

そ

れ

ぞ

れ

そ

こ

に
友

子

制

度

が
存

在

し

た

と

と

が

確
認

さ

れ

る
。

以

上

の
よ

う

に
、

飛

騨

地

方

、

関

東

地

方

で

は
、

明

治

一
〇

年

代

か
ら

二

〇

年

代

に

か

け
て

友

子

制
度

が
十

分

に
普

及

し
て

い

る

こ

と

が

確

認

さ
れ

る
。

ま

た
明

治

三
〇

年

代

に
至

っ
て

は
、

更

に

広

範

囲

に

わ

た

っ
て

友

子

制

度

が

存

在

し

て

い

た

こ

と

が

確

認

さ

れ

る

。二

の
田

の
注

〇１

）

佐
々
木

潤
之
助
「

鉱
山
労
働
史
Ｏ
研

究
に
つ
い
て
」
、『
歴

史
公

論
』
Ｎ
ｏ
. ５
６
.
八
五
頁
。

〇
２
）
　
三

井
金
属
鉱
業
株
式
会

社
修
史
委
員
会

縉
『
神
岡
鉱
山
史
』（

昭
和
四
五

年
刊
）
、
六
四
二

頁
。

（
３
）
　
残
念
な
が
ら
こ
の
資
料
は
、
同

上
鉱

山
史

に
お
い
て

は
一
部
し
か
紹
介
さ
れ
て

い
な
い
。

（
４
）
　
同

上
書

、
六
三

九
頁

。

（
５
）
　
同

上
書

、
六
三

九
－

四
〇
頁

を
参
照
。

（
６
）
　
同
上
書

、
六
五

一
圭

一
頁
。

〇
７
）
　
菖
谷
利
春
緇
『
長
棟
鉱
山

史
の
研
究
』
（
昭
和
二
九
年
刊
）
、
一
七

一
頁
。

（
８
）
　
宮

城
県
栗

原
郡

の
鶯
沢
町
鉱
山
資
料
館
所
蔵

Ｏ

細
倉

鉱
山
Ｏ

友
子
資

料
に
、『
大
正

拾
貳
年
浪
人
原
籍
簿
』

と
い
う
も
の
あ
る
。
こ
の
資

料

は
大
正

一
二
年
以
降

に
細
倉

鉱
山

に
浪
人

と
し
て

登
飯
し

た
浪
人

が
友
子

に
取

立
て
ら
れ
た
取

立
山
名
と
取

立
年
月
日

を
記

録
し

た
貴

重
な
も

の
で

あ
る
。
こ
の
資
料

の
七

一
丁

に
は
邉
戸
鉱
山
で
明
治
三
〇
年

に
耿

立
ら
れ
た
坑
夫

が
、

細
倉
鉱
山
に
登

飯
し
た
と
あ

る
。
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〇
９
）
　
左

合
「
友
子
同

盟
に
関

す
る
研

究
㈱
」
、
『
人
と
人
』
一
〇

六
号
、
五
頁
。

（
1
0）
　
全
鉱
機
関
紙
『
ぜ
ん
こ
う
』
、
昭
和
五

五
年
四
月
八
日
号
、
「
足
尾
銅
山
の
思
い
出
①
」
（
野
田
勇
太
）

を
参
照
。

（
1
1）
　
塩
野
良
作
『
名
山
足
尾
』
、
一
六
七
１

八
頁
。

（
一一一一
）
　
同

上
、
一
六
八
頁
。

〇
1
3）

松

原
岩
五
郎
「
足
尾
銅
山
（
砿
夫
の
生
活
）
」
『
明
治
文
化
全
集
』
第
一
苙
巻
、
二
四
三
頁
。

〇
1
4）
　
日
立
市
郷
土
博
物
館
所
蔵
の
日
立
鉱
山
友
子
資
料

の
『
昭
和
四
年
以
降
永
代
記
録
簿
』
、
九
頁
。

（
1
5
）
　
三
菱
鉱
業
『
友
子
団
体
調
査
・一
係
ル
件
』
、
大
山
歐
太
郎
『
鉱
山
労
働
と
親
方
制
度
』
三
二

八
頁

。

〇
1
6）
　
前
掲
細
倉
鉱
山
友
子
資
料
、
二
三
丁
、
三
丁
、
四
〇
丁
。

闥
　

近
畿
地
方
以

西
に
お
け

る
友
子
制
度
の

普
及

近
畿
以
西

に
お
け

る
友
子
制
度

は
、
一
般

に
考
え

ら
れ

て
い
る
の
と
は
違

っ
て
、

む
し

ろ
明

治
期

に
は
か
な
り
多
く
の
地
域
の
鉱
山

で
早
く

か
ら
そ

の
存
在
が
確
認

さ
れ

る
。
す
で

に
「
徳
川
時
代

の
金
錮
友
子

に
関
す

る
考

察
」

の
中

で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の

初

め
に
吉
岡
鉱
山
（
吹
屋

銅
山
と
も
呼
ぶ
）

に
お
い
て
、
友
子
制
度

の
存
在
が
確
匹

ぎ
れ
た
。
こ
の
鉱
山
で
は
明
治
期
の
友
子
に
つ
い

て
も
、
明
治
五
年

の
資
料
が
残

さ
れ
て

お
り
、

明
治
初
年
代

に
友
子
制
度

が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
資
料
は
、
友

子
の
会
員
証
と
思

わ
れ

る
木
札
で
あ

る
。
こ
の
木
札

は
、
図
示

し
た
よ
う

に
、
吹
屋
村
八

幡
杜

の
氏
子

札
に
模
さ
れ
て
い
る
が
、
木
札

の
所
蔵
者
で
あ

る
長
岡
隆
氏

の
話

に
よ

る
と
、
こ
れ

は
友
子

の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
記
述

の
内

容
を
分
析
し
て
み
る

と
友
子

の
会
員
証
で
あ

る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
認
さ
れ
り

る
。

す
な
わ
ち
「

明
治
五
年
五
月
十
五
日
出
生
」

と
あ
る
の
は
、
明

治
五
年
五
月

一
五
日

に
大
河
正
文

な
る
人
物
が
坑
夫
に
取
立
て
ら
れ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
友
子
用
語
で
は
、
「

出
生
」
と
は
友
子

に

取
立
て
ら
れ
た
こ
と
を

意
味
し
て
お
り
、
明
治
五
年
五
月
十
五

日

と
い
う
日
付

も
、
人

の
生
年
月
日

と
す

る
の

は
い
か
に
も
不

自
然
で

あ
り
、
語
呂

も
よ
く
い
か
に
も
友
子

の
取

立
式
の
行
な
わ
れ

た
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第１図 友 子 の 会 員 証（木 札）

生
国

備

中

川

上

郡

吹

屋

村

八

幡

杜

氏

子

文

政

元

年

戊

父

田

辺

啓

十

郎

寅

二

月

七

日

出

生

の 写24頁

注 実物 大

長 岡隆所有，吹屋「ふる里村」郷土資料 館展示，『ふ きや の話』

真を参 照。

日

の
よ
う

に

思

わ

れ

る
。
ま
た
「

生
国
備
中
川
上
郡
」
の

「
父
田
辺

啓
十
郎
」

の
記
述

も
、
父

―
親
分
の
関
係
を
示

し
、

大
河
正
文

は
、
田
辺

啓
十
郎

を
親
分

と
し
て
取

立
ら
れ
た
こ

と
を
示
す

も
の
と
解

さ
れ

る
。

ま
た
田
辺

啓
十
郎
自
身
も
。

「
文
政
元
年
二
月
七
日
出
生
」

と
あ
り
、

こ
の
日

に
友
子
に

取
立

て
ら

れ
た
こ

と
を
意
味
し

て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

尚
、
吉
岡
鉱

山
の
友
子
会
員
証

が
何
故

氏
子
札

に
樸
さ
れ

た
か
と
い
う
こ

と
は
、
次

の
様

に
解

さ
れ
る
べ

き

で

あ

ろ

う
。
後
に
詳
し
く
分
析
す

る
こ

と
に
な
る
が
、
明

治
初
年

代

に
は
、
友
子
は
一
般

に
非
公
然
化

さ
れ
て

い
た
の
で
、
友
子

の
会
員
証
を
氏
子
札

に
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
ー
し

た
の
で
は
な

い

か
と
い
り
こ
と
で
あ
る
。

徳
川
期
に
吹
屋
銅
山
に

お
い
て
友
子
が
存
在

し
て

い
た
こ

と
か
ら
み
て
、

こ
の
木
札

は
、
明
治
五
年

に
友
子

の
取
立

が

行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示

す
も
の
と
確
信
さ
せ

る
。
し

か
し
今

の
と
こ
ろ
吉
岡

鉱
山
に
お
い
て
明
治
前
期

に
友
子
憫
度
が
存

在
し
て
い
た
こ

と
を
示

す
他

の
資
料
は
な
い
。
吉
岡
鉱
山

で

最

も
古

い
友
子

の
取

立
免
状
に

は
、
明
治
三
三
年
一
月
元

旦
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の
日

付
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
左
合
氏
の
「

友
子
同
盟
に
関
す

る
研
究
」
に

お
い
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
こ

の
取

立
免
状

は
、
少

な

く
と
も
明
治
三
〇
年

代
初

め
に
吉
岡
鉱
山
に
友

子
制

度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
確
実

に
示

し
て

い
る
。
更

に
い
え

ば
、

こ
め
取
立

免

状

に
は
周

辺
七
鉱
山
す
な
わ
ち
長
岡
鉱
山
、
大
昂

鉱
山
、
阿
貴
鉱
山
、
小
屋
次
郎
鉱

山
、
人
次

鉱
山
、
大
深
鉱

山
、
明

治
鉱
山
か
ら
立

会
人

が
集

ま
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
鉱
山
に
も
友
子
制
度
が
存
在
し
て
い

た
こ

と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ

ら
の
立
会
人

は
、
吉
岡
鉱

山

の
取

立
式

に
そ

れ
ぞ
れ
の
鉱
山
の
友

子
の
代
表
役
員
と
し
て
出
席
し
て
い

る
は
ず
だ

か
ら
で
あ

る
。

次

に
我

が
国
で
最

も
古

く
有
名
な
鉱
山
で
あ
っ

た
生
野
鉱
山

に
お
け
る
友
子
制
度

の
存
在
を

み
て

み
ょ
り
。
生
野

鉱
山

に
聊
い
て

は
、

今

の
と
こ
ろ
徳
川
期

に
友

子
が
存
在
し
た
こ
と
を
示

す
資
料
を
欠
く
が
、
昭
和
一
二
年

に
行
な
わ
れ

た
三
菱
鉱
業
本
社

の
調
査

に
ょ

る

と
、
「
当
山
・一
於

グ
ル
友
子
団
体

ノ
創
設
（

明

治
六
年
頃

ヨ
リ
ト
伝

ヘ
ラ
ル

こ

、
『
当
時

ヨ
り

稼
働
坑
夫
間

』一

数
個

ノ
坑
夫
交
際
所

ヲ

組
織

シ
居

り
且
全
国
友
子

同
盟
・一
加
入

シ
居

夕
片
Ｊ

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
指
摘

は
、
生
野
鉱

山
友
子
間

で
の
伝

承
で
あ
っ
て

直

接
資

料
で
は
な
い
の
で
確
証

性
を
欠

く
と
は
云

え
、

た
か
だ
か
六
〇

年
前
に
つ
い
て

の
こ

と
な

の
で
、
信
憑
性

は
少

な
く

は
な
い
。

生

野
鉱

山
に
お
い
て
友

子
制

度
の
存
在
を
直
接
的

に
示

す
資
料
は
、
生
野
鉱

山
の
支
山

で
あ
っ
た
粐
ｙ

燬
鉱

山
の
明
治
二

六
年
一
月

○
○
日
付

の
坑
夫
取

立
免
状
で

あ
る
。
こ

の
免
状
は
、
神
子
畑

鉱
山
で
飯
場
ご
と

に
友
子
制
度

が
存
在
し

た
こ

と
を
示
す

だ
け

で
な
く
、

生
野

鉱
山
の
第

一
号

飯
場
、
小
田

垣
飯
場
、
口
銀
谷
通
常
の
三
地
区

か
ら
二
、
三
人
づ
つ

の
立
会
人

の
名

を
記
し
て

お
り
、
取

立
式

に

彼
ら

が
出
席
し

た
こ

と
を
示
し
て

お
り
、
生
野

鉱
山
に
三

つ
の
友

子
交
際
所
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。

ま
た
生
野
鉱

山
の
支

山
で

あ
っ
た
明
延

鉱
山
で
は
、

三
菱
鉱
業
の
調
査

に
よ

る
と
「
明
治
三
十
六
年
頃
、
神
子
畑
加
盛

ヨ
リ
坑
夫
五
名
明
延

鉱
山

二

転
勤

シ
、
同
地

二
於

テ
労

務
者
ヲ
採
用

シ
テ
、
同

時

二
約
十
名
位

ニ
テ
明
延
坑
夫
交
際
所

ヲ
新
設

燧

た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
以
上

の

こ
と
は
、
明
治
二
〇
年
代

の
中
頃

に
神
子
畑
、

生
野

の
両

鉱
山
に
す
で
に
友

子
制

度
が
相
当

に
発
達
し
て
い

た
こ
と

を
は
っ
き

り
と
示

し
て

い
る
。
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次

に
紹
介

す
る
資
料
は
、
明
治
前
期
に
関
西
地
方

に
友
子
制
度
が
普
及
し
て
い

た
こ

と
を
示

し
て
い
る
。
モ

の
一
つ
は
、
明
治
初
期

に
手
広
く
鉱

山
業

を
営
ん
で
い
た
五
代
友
厚

に
関
す
る
資
料

で
あ
る
。

五
代

は
、

鉱
山
の
開
発

に
早
く
か
ら
取

り
組
み
、
明
治
五
年
一
〇

月
頃
に
奈
良
県
下

（
大
和
国
吉

野
郡
）

の
天
和

銅
山

を
、
更

に
同

年

に
同
県
同
郡

の
赤
倉

山
と
滋

賀
県
下

の
愛

知
郡
の
蓬
谷
鉛
山
を
買
収
し

た
。
五
代
は
、
こ
れ

ら
の
鉱

山
経
営
を
統
括
す

る
た
め
に
、

明
治
六
年
一
月

に
大
阪

で
弘

成
館

を
組
織
し
壑

こ
の
弘
成
館

に
関
す
る
文
書
の
中
に

友
子

に
関
す

る

記
述

が
み
ら
れ
る
。
「
弘
成
館

規
則
自
序
」

の
中

に
は
、「
腥

デ
神

明

二
暼
フ
、
友

厚
恃

り
貪
利

ス
ル

ニ
非
ズ
、
鴻
業
即

チ
弘
成
ス
ル

ヤ
其
得
益
（

館
中

ノ
規
則

ヲ
以
テ

・
　＠
・

＠
　・
・
　一
・

Ｓ（
７
）

各
其
分

ヲ
恵
割

シ
、
終
身

治
養

ノ
目
的

ヲ
与

へ
、
或
（

友
子

ノ
志

ヲ
助

ク
ベ

シ
）
（
傍
点
引
用
者
）
と
の
記
述
が

あ

る
。
ま

た
「
弘
成
館

財

本
規
則
」

の
中
で

も
度

々
「
友
子
」

の
用

語
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
五
則
中
に
は
、
鉱
山
経
営

の
利

益
の
配

分
を
論
じ
「
友

子

ノ
志

ヲ
助

ケ
ザ
ル
ヲ
得

ズ
」

と
か
、

第
十
則
中

に
は
、
遊

金
の
引
当

を
以

て
す
る
貸
出
に
つ
い
て
論
じ
「
但

シ
友
子
ノ
志
ヲ
助

ケ
人

事

ノ
必
要
ヲ
輔
助

ス
ル
ノ
類
「

、
此
例

二
非

ズ
」

と
か
、
（
友
子

憂
国
ノ
志
ヲ
助

心
1‐

　
8

）
と

か
記
さ
れ
て

い
る
゜

こ
こ
で
の
「

友
子
」
と
は
、
明
ら

か
に
広

い
意

味
で

の
坑
夫

を
意
味

し
て

お
り
、
含

意
は
、

坑
夫
の
意
向
を
汲
み
意
志
を
尊
重
し
よ

う

と
い
う
事
で
あ

る
。
従

っ
て
文
書
は
、
友
子
制
度

に
つ
い
て

論
じ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
五
代
が
弘
成
館
の
規
約
の
中
で
友

子

の
用
語

を
使
用

し
た
こ
と

に
は
重
要
な
意
味
が
あ

る
。
す

な
わ

ち
そ
れ

は
、
五
代

が
奈
良
や
滋

賀
の
鉱
山
を
買
収
す
る
際
に
、
友
子

制

度
に
接

し
、
坑
夫
を
友
子
と
呼

ん
だ

か
ら
で
あ

る
。

と
い

う
こ

と
は
、
明

治
初
年
代

に
奈

良
や
滋
賀
の
県
下

の
鉱
山
で
は
、
坑
夫
を

友
子

と
呼
ぶ
慣
行
が

Ｉ
般
的
に
み
ら
れ

た
こ
と
を
意
味
す

る
か
ら
で
あ

る
。
こ

の
よ
う

な
事

情
は
、
こ
の
地
方
に
明
治
初
年

代
に
友
子

制
度

が
一
般
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
十
分
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ

る
。

次

の
資
料

は
、
明
治
一
〇

年
代
の
初

め
に
奈
良
県
下

の
鉱

山
に
友
子
制
度

が
存

在
し
て

い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
確
認

し
て
い
る
。
明

治
三
五
年

に
北

海
道
の
夕
張
炭
曠

で
日

本
初
の
鉱
夫
労

働
組
合
を
組
織
し
た
永
岡
鶴
蔵
は
、
明
治
四
一
年

に
発
表
し

た
自
伝

の
中

で
、
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「
明

治
十
五
年
十
二
月
大
和
国

吉
野
郡
小
栗

村
中
の
滝
鉱
山
で
加
入
式
を
執
行

燧

友
子

に
入

っ
た
と
述

べ
て
い
る
。
も

っ
と
も
友
子

に
加
入
す

る
た
め
に

は
一
圭

二
年

の
見

習
い
期
間

を
要

す

る
か
ら
、
少
な
く
と

も
明

治
一
二
～
三
年

に
、
奈

良
県
下

に
友

子
制
度
が
存

在
し

た
こ

と
が
確
認

さ
れ

る
。

ま
た
永
岡
四
ｙ

自
伝

の
中
で
、
友
子

の
取

立
が
行
な
わ
れ
た
中

ノ
滝
鉱

山
が
す
ぐ

に
休
山
し

た
の
で
、

親
分

と
共
に
和
歌
山
県
下

の

黒
津
鉱

山
。
安

宅
鉱
山
に
移
り

修
業

し
た
が
、

安
宅
鉱
山
で
親
分
を
病
気
で
失

い
、
従

っ
て
明
治
一
六
年

に
四
国

の
愛
媛

県
新
居
郡

白

味
鉱

山
に
移
り
「
親
分

の
親
分

に
あ
た
る
人

で
奥
州
熊
と
字

名
す
る
人
に
使

わ
れ
居

劼
一

と
も
記
し
て
い

る
。
こ

の
記
述

は
、
当
時
、

和
歌

山
や
愛
媛

の
両
県

に
も
友
子
制
度

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
と
い
り
の

は
、
友
子

の
慣

行
と
し
て
取
立

が
行

な

わ
れ
て
か

ら
取
立
山
で
三
年
三
月

の
間
働

く
こ

と
が
義
務

付
け

ら
れ
て
お
り
、
親
分
を
失

っ
た
永
岡
は
、
親
分

の
親
分

の
下
で
修
業

し

よ
う

と
し

た
か
ら
で
あ
り
、
当
然
愛
媛
県
下

の
白
味

鉱
山
に
も
友
子

制
度
が
存
在
し
て
い

た
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ

る
。

更

に
永
岡

は
、
明
治
一

六
年
九
月

に
白
味
鉱

山
が
休
山
し
た
た

め
、
「
備

後
国
さ
ん
名
と
云
り

銅
山
へ
浪

人
で
あ
が

っ
た
」
、
「
夫
れ

か
ら
夫
れ

い
と
備
前
備
中
美
作

等
の
各
鉱

山
を
巡

り
て
生

野
の
銀
山
へ
来
劼

と
述

べ
て
い
る
。
永
岡
が
浪
人

と
し
て
岡

山
。
兵
庫

の

各
鉱
山
を
廻

っ
た
と

い
う

こ
と
は
、
「

坑
夫
が
仕
事
を

求

め
て

各
山
を
歩
く
こ
と
を
浪
人
と
云
舶

友
子

制
度

の
一
機
能

に
基

づ
い
て

お
り
、
明
治
一
〇
年
代
の
中
頃

に
、
岡
山
や
兵
庫

の
諸
鉱
山
に
す
で
に
友
子

制
度
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
も

の
で
あ

る
。

生
野
鉱
山
で
は
明
治
初
年

に
友
子
制
度
が
存
在
し
て

い
た
と
す

る
伝

承
は

、
こ
の
点

か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
と
い
え
よ
り
。

ま

た
す
で

に
足
尾
銅
山

の
友
子
制

度
に
つ
い
て
論
じ

た
時
に
引
用

し
た
野
田
勇
太
の
証
言

句

野
田
の
父
親
が
、
明
治
一
七
年
前

に

奈
良
下

の
小
鉱
山
で
友
子

に
加
入
し
、
足
尾
銅

山
の
飯
場
頭

と
な
っ
た
本
庄
隆
康
と
兄
弟
分
の
関
係

に
入

っ

た
こ
と

を
示

し
て

い
る
。

こ
の
頃
奈
良
県
下

に
友
子
制
度

が
相
当
普
及
し
て
い

た
こ

と
が
察

せ
ら
れ
る
。

さ
て
近
畿
以
西
に

お
け

る
最
大

の
鉱
山
で
あ

っ
た
別
子

銅
山
に
は
、
何

時
頃

か
ら
友
子

の
存
在
が
確
認
さ
れ

る
で
あ
ろ
う

か
。
今

の
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と
こ
ろ
別
子
銅
山
で
は
徳
川
期

に
友
子
組
織
が
存
在
し
て
い

た
こ

と
を
示
す
資
料

は
発
見

さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
前
期
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
る
。
『
別
子
開

坑
二
百

五
十
年

史
話
』
は
、
「
飯
場

な
る
も
の
の
起
源
、

お
よ
び
飯
場
と
旧
幕

時
代

よ
り
鉱
山
労
働

者
の
全
国
的

自
助
、
共
済
の
団
体
で
あ

る
友
子
組
合
と
の
関
係
、
並
び

に
鉱
夫
取
立
式
や
。
モ

の
相
互

扶
助

の
旧

慣
等
を
記

す
る
に
は
相
当

紙
幅
を

要

す

句

と
述
べ
、
別

子
銅
山
に
も
古
く
か
ら
友
子
が
存
在
し

た
ら
し
い
事
を
示
唆

し
な
が
ら
屯
、

詳
し

い
説
明
を
避
け

た
。

〇
1
6
）

別
子

銅
山
に
は
友
子
は
存
在
し
な

か
っ

た
と
い
う
説
も
あ

っ
た
が
、
別
子
銅
山

の
争
議

資
料

が
公

に
な
る
に
従

っ
て
明

治
四
〇
年
前

後

に
は
、
別

子
銅
山
に
も
友
子
制
度
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
一
般

に
知

ら
れ

る
頑
に

に
な
っ
た
。
で
は
別
子

銅
山
の
友

子
制

度
の
存

在
は
、

何
時
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う

か
。
別
子
銅
山

の
友
子
制
度

を
論
じ

た
山

口
弘
光
氏

は
、
別
子

銅
山
に
お
い

て
明
治
三
四

年
に
行
な
わ
れ
た
友

子
の
取
立
面
状
の
存
在
を
紹
介

丿
寸

い

る
。
従

っ
て
別
子

銅
山
で
は
、
明
治
三
四
年

に
は
友

子
制

度

が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
尚
、
細
倉
鉱
山
の
友
子
資
料
に

よ
れ
ば
、
明
治
三
四
年

に
愛
媛
県
下

の
市
之
川
鉱
山

で
、

ま
た
明

治
三
九
年
に
徳
島
県
下

の
七
つ
部
鉱
山
で
取

立
が
行
な
わ
れ
て

お
り
、
四
国
地
方
で

も
明
治
三
〇
年
代
中
頃

ま
で
に
友
子
制
度

の
広

範

な
普
及

が
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
細
倉

鉱
山
の
友

子
資
料
は
、

明
治
四
〇
年

に
島
根
県
下

の
大
森
鉱
山
、
大
満
寺
鉱
山
で
取
立

が
四
に

お

れ
た
こ
と
を
示

し
て

お

り
、
両

鉱
山
に
こ
の
時
期

に
友
子
制

度
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
山
口
県
下

の
鉱
山
の
友
子
制
度
に
つ

い
て

は
、
中
本
三
十
一

氏

は
、
明

治
四
四
年

の
河
山

鉱
山
の
取

立
面
状

を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
の
鉱
山

に
友
子
制
度
が
存
在
し

た
こ
と

と
示
し
て

お
り
、
更

に

面
附

に
山

口
県
下

の
周
防

鉱
山
、
玖
珂

鉱
山
の
立
会
人

名
が
記

さ
れ
て
い

る
こ
と

か
ら
、
こ
の
両
鉱
山
に
も
友
子
制
度
が
存
在
し
て

い

た
こ

と
が
示
唆

さ
れ
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
近
畿
以
西

の
鉱
山
で
も
、
奈

良
県
下

の
諸
鉱
山
、

岡
山
県
下

の
吉
岡
鉱
山
、
兵
庫
県
下

の
生
野
鉱
山
な
ど
で
は
、

明
治
初
年
代

か
ら
友
子
制
度

が
存
在
し
て
い

た
こ

と
が
確
認

さ
れ
、
更

に
明

治
二
〇

年
代
に
至

る
と
生
野
鉱
山
、
神
子
畑
鉱
山
、
明
治
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三
〇
年
代
前

半
に
な
る
と
岡

山
県
下

の
吉
岡

鉱
山
と
モ

の
周
辺
、
愛

媛
県
下

の
別

子
銅
山
、
市
之
川
鉱
山
な

ど
一
層
広
範
な
地
域
の
鉱

山

に
友
子
制

度
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。

二

の
圜

の
注

（
１
）
　
拙
稿

『
経
済
志
林
』

第
四

九
巻
第
四

号
、
三
三
－

四
頁
。

（
２
）

左

合
藤
三

郎
「
友
子
同
盟

に
関
す
る
研

究
㈹
」
、
『
人
と
人
』
、
第
一
一
一
号
。
九
―
一
〇

頁
。

（

３
）
　
＝
一
菱
鉱
業
本
社
編
『
友
子
団

体
調
査
I
I係
ル
件
』
、
前
掲
『
鉱
山
労
働
と
親
方
制
度
』
、
三
二
八
頁
。

（
４
）
　
谷

垣
桂
蔵
『
兵
庫
県
の
秘
境
』
、（

昭
和
四
〇

年
刊
。
の
じ
き
く
文
庫
）
、
七
七
頁
以
下

に
収
録
。
明
治
二
七
年

の
取

立
免
状
も
あ
る
が
、
こ
れ

は
。
『
人
と
人
』
。
第
一
一
一
号
、
八
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（

５
）
　
前

掲
『
鉱
業
労
働

と
親
方
制
度
』
、
三
九
九
頁
。

（
６
）
　
日

本
経
営
史
研
究
所
編
『
五

代
友
厚
伝
記
資
料
』
第
三
巻
、
「
解
説
」
を
参
照
。

（
７
）
　
同

上
書
、
一
七
頁
。

（

８
）
　
同
上
書
、
二
〇
～
一
頁
。
　

。

（

９
）

永
岡
鶴
蔵
『
坑
夫

の
生
涯
』
、
『
週
刊

社
会
新
聞
』

笛

二
八
号
（
明

治
四

一
年
三
月
八
日
）

～
綰
五

一
号

〇
明
治
四
二
年
一
月
一
五

日
）
に
連

或
。
尚

、
本
書

は
上
野
英
信

『
近
代
民
衆

の
記

録
２

鉱
夫
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
上
、
二

三
九
頁
。

（
1
0
）

永

岡
の
詳

し
い
伝
記

に
つ
い
て
は
　
中
冨
兵

衛
『
永

岡
鶴
蔵

伝
』（

昭
和
五
二

年
刊
、
お
茶
の
水

書
房
）

を
参
照
の
こ
と
。

（
1
1
）
　
前
掲

上
野
編
書
、
二
四
〇
頁

。

霖
一
）
　
同

上
書
、
二
四

一
頁
。

（
1
3）
　
同

上
書
、
二
四

一
頁
。

〇
1
4）
　
前

掲
『
ぜ

ん
こ
う
』
、
昭
和
五
五

年
四

月
八
日

号
参
照
。

（
1
5）
　
平

塚
正
俊
『
別
子

開
坑
二

百
五
十

年
史
話
』
、
四
三
〇

頁
。

（
1
6）
　
森

本
憲
夫
「
愛
媛
県
に
お
け
る
労
働
運
動
」
、
愛
媛
大
学
地
域
社
会
総
合
研
究
所
研
究
報
告
Ａ

シ
リ

ー
ズ

第
二
号

〇
一
九
五
四
年
三
月
）
、
四

五
頁

。
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〇
1
7）

愛

媛
県
商
工
労
働
部
労
政
課
編
『
資
料
愛
媛
労
働
運
動

史
』
第
一
巻
、
ニ

ー
五

頁
、
三
八
九
頁
に

は
、
別
子
銅
山
の
友
子
に
つ

い
て

の
記
述

が
み
ら
れ

る
。

〇
找一
）
　
山

口
弘
光
「
友
子

の
解
体
と
変

容
過
程
の
一
検
討

」
、『
松

山
商
大

論
集
』
第
三

一
巻
四

号
（

昭
和
五
五

年
一
〇

月
）
二
二
五

頁
。
尚
、
同
氏

の
論
文

は
、
こ

の
ほ

か
「
友
子

に
つ

い
て

の
一
考
察
－

西
南
型

を

も

と

め
て
」
、
九
州
大

学
社

会
学
会
緇
『
社

会
学
研

究
年

報
』（

一
九
八
一

年
）
、
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
前

掲
『
浪
人
原
籍
薄
』
、
三
三
丁
、
五
〇

丁
。

（

即
）
　
同

上
書
、
三
二

丁
、
二

九
丁
。

〇
2
1）
　
中

本
三
十

一
「

鉱
山

の

町
美
川

に

現
存
す
る
坑
夫
加
盟
状
に
つ

い
て
」
、
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
第
二
八
号
（

一
八
七
二
年
一
一
月
）
參

照
。
尚

、
面
状

の
前

文
に
よ
る
と
、
河

山
銅
山
は
明

治
四
三

年
に
起
業
し
た
が
、
直
ち
に
友
子
が
組
織
さ
れ
た
よ

う

で

あ

る
。
同
上
、
六
〇

頁
。

㈲
　

東

北

地

方

に

お

け
る

友
子

制
度

の
普

及

徳

川

時
代

以

来

東

北

地

方

で

は
多

く

の
鉱

山

が

経

営

さ
れ

、

友

子

制

度

も

徳
川

後

期

に
南

部

の
尾

去
沢

鉱

山

と

そ

の

周
辺

の
小

坂

絋

ら
明

治
期

と
く
に
明
治
前
期

に
つ
い
て
み
る
と
、

今
ま
で
の
と
こ
ろ
東
北
地
方
に

お
い
て
友
子
制
度
の
存
在
を
示
す
資
料
は
著
し
く
乏

し

い
。
東
北
地
方

に
お
い
て
友
子

資
料

が
少

な
い
か
ら
と
云

っ
て
、
こ
の
時
期
に
友
子

制
度
が
存
在
し
な

か
っ
た
と
い
う
事

に
は
な
ら

な

い
。
徳
川
時
代

と
明

治
末
期

の
資
料
状
況

か
ら

み
て
、
明

治
前
期

に
も
東

北
地
方
に
お
い
て
は
、
友
子
制

度
が
広
範
に
存
在
し
て
い

た
と
思

わ
れ

る
。
以
下

限
ら

れ
た
資
料

を
分
析
し
つ
つ
、
明
治
三
〇
年
代
前
半

ま
で
の
東
北
地
方

の
諸

鉱
山
で
友
子
制

度
が
何

時
頃
か

ら
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ

る
か
、

ま
た
ど
の
程
度
各
鉱

山
に
普
及
し
て

い
た
か
を
明

ら
か
に
し
よ
う
。

ま
ず
徳
川

期
に
お
い
て
友
子
制
度
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
尾
去
沢
鉱
山
に
つ
い
て
み

る
こ

と
に
し
よ
う
。
尾
去
沢
鉱

山
に
お
い

て
は
、

明
治
末
期

の
友

子
資
料
が
多
く
残
さ
れ
て

お
り
、
友

子
制
度
の
著
し
い
発
達
が
確
認
さ
れ

る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
前

の
友
子
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資
料

を
欠

い
て

い
る
。
し

か
し
三
菱
鉱
業

の
調

査
に
よ
れ
ば
、

尾
去
沢
鉱
山
で
は
、
江
戸
時
代
よ
り
友
子
制
度
が
存
在
し
た
と
伝
承
さ

〇３
）

れ
て

お
り
、
明

治
初
年
以
来

ず
っ
と
友
子
制
度

は
存
在
し
続
け

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
昭
和
三
八
年
の
秋
田
県
教
育
庁
の
民
俗
調

査

に
よ
っ
て
も
、
尾

去
沢

鉱
山
で
は
「
友
子
制

度

は

藩
政
時
代

に

起
源

を
有
す

る
」

と
指
摘

さ
れ
、
聴
取
り

に
よ
り
「
明
治
二
〇

年

以

前
」
の
尾
去
沢
鉱
山
の
友
子

の
活

動
に
つ
い
て
報
匹
じ

て
い

る
。

た
だ
し
こ

の
調
査
報

告
は
、
友
子

の
活
勁

に
か
ん
す

る
時
期

に
つ

い
て

の
明
確

な
指
摘

を
欠

い
で

お
り
、
明

治
前
期
に
友
子

制
度
が
存
在
し
た
と
い
り
こ
と
を
漠
然
と
指
摘
し
て
い

る
に
と
ど
ま

っ
て
い

る
。尾

去
沢
鉱

山
で
取

立
が
行

な
わ
れ
た
こ

と
を
示

す
最
も
古
い
記

録
は
、
昭
和
一
四
年

の

同

鉱
山

の

友
子
資
料
の
「
嘆
願
書
」
で
あ

る
。

こ
の
資
料

に
は
、
羽

前
産

の
佐

藤
庄

治
は
「

明
治
三
十
五
年
六
月
、
尾
去
沢
鉱

山
田
郡
於

テ
出
生

愆

と
記
さ
れ
て

お
り
、
同
年

に
田
郡
坑
で
取

立
が
行

な
わ
れ
た
こ

と
が
確
認

さ
れ
る
。

次

に
こ

れ
も
徳
川
末
期

か
ら
友
子

の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
小

坂
鉱
山

に
つ
い
て
み

る
と
、
こ

の
鉱

山
で

は
す
で

に
明
治
末
年

ま

で

に
友
子
制
度

が
著
し
く
発
達
し
て
い
た
こ
と
は
、
松
島
静
雄
の
研

究

に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が
、
尾
去
沢
鉱

山
同
様

に
そ

れ
以
前

の
友
子

資
料

を
全
く
欠

い
て
い
る
。
し

か
し
左
合
氏
は
、
地
元
の
古
老
田

口
定
吉
氏
の
談
と
し
て
、
小
坂
鉱

山
に

お

い

て

は

「
明

治
十

七
年

に
藤
田
組
の
経
営
に
移
っ
て
以
来
、
鉱
夫
が
急
増
し

た
の

に
と
も
な
っ
て

飯
場

が
建

て
ら
れ
、
友
子
同
盟

が
組
織
せ
ら

（
６
）

れ
た
」
と
い
う
見
解
を
紹
介
し
て
い

る
。
私

は
官
営
時
代

の
小
坂
鉱

山
に
お
い
て

も
友
子
制
度

は
存

在
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
が
、
と
も

か
く
て
明
治
一
七
年

に
は
存
在
し
て

い
た
と
の
古
老

の
証

言
を
重
視

し
た
い
。

明
治
期
の
小
坂
鉱
山
で
友
子

の
存
在
を
示
す
最

も
古

い
直
接
的

な
資
料

は
、
松

島
氏

の

著
書

で

紹
介
さ
れ
て
い
る
明
治
三
四
年
の

『
山
中
記
録
』
で
あ

る
。
こ

の
資
料

は
、

病
気
見
舞
に

つ
い
て

規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
細
倉
鉱
山
の
友

子
資
料
は
、
小

坂
鉱
山

（
８
）

で
明

治
三
六
年

に
取

立
が
行
な
わ
れ
た
こ

と
を
確
証

し
て
い
る
。
以

上
の
よ
う
に
、
小
坂
鉱
山
で
も
、
す
で

に
明
治
前
期
に
友
子
制
度
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の
存
在
が
示
唆

さ
れ
、
明

治
三
〇
年
代
中
頃

に
は
、
友
子
制

度
の
一
定
の
発
達
が
確
認
さ
れ
る
。

次

に
荒
川
鉱

山
に
つ
い
て
み

る
と
、
三

菱
鉱
業

の
調
査

で
は
、
同

鉱
山
の
友

子
の
起
源

は
「

明
治
二
十
年
頃
或
（

明
治
四
十

三
年
頃

ト
モ
云
へ

畿

と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
細
倉
鉱

山
の
友
子
資
料

に
よ
れ
ば
、
荒
川
鉱

山
で
は
明

治
三

七
年
、
三

八
心
四

す

で
に
取

立
が

行
な
わ
れ
て
い

る
こ

と
が
確
認

さ
れ

る
の
で
、
明
治
四
三
年
起
源

説
は
消
え

る
。
尚
、
荒
川
鉱

山
の
支

山
で
あ
っ
た
日
三
市
鉱

山
で
は
、

細
倉
鉱
山
の
友

子
資
料

に
よ
れ
ば
、
明
治
二
三
年
に
取
立
が
行

な
わ
れ

た
こ

と
が
示

齟

て

お
り
、
日
三
市
鉱

山
に
こ

の
頃
す
で

に
友

子
制

度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
は

っ
き
力
と
確
証

さ
れ

る
。
支
山
の
日
三
市
鉱
山

に
明
治
二
三
年

に
友
子
制

度
が
存
在
し
て
い

た
と
‘

い
う
こ
と
は
、

本
山
の
荒
川
鉱
山
で
も
友

子
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
ほ
ぼ
確
実

に
示
す
も
の
で
あ

る
。
さ
き
の
明
治
二
〇
年
起

源

説
は
、

起
源

説
と
し
て
は
疑

問
が
残
る
が
、

存
在
説
と
し
て
は
充
分
納
得
で
き

る
。

次

に
秋
田
の

有
力

鉱
山
の
一
つ
で

あ
る
院
内

鉱
山
に
つ
い
て
み
ょ
う
。
院
内

鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
徳
川
期
に
つ
い
て
み
ら
れ
な
い

だ
け
で

な
く
、
明

治
期
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
み

ら
心
ご

い
。
そ

こ
で
我
々
は
、
友
子

の
墓
の
所
在
を
調
べ
る
こ
と

に

よ

っ

て
、
友

子

の
存
在
を
確
認
す

る
こ
と

に

し

た

い
。
吉
城
文
雄
氏
の
行
な

っ
た
院
内
鉱
山

の
墓
石
調
か

よ
る
と
、
明
治
前
期

に
院
内
鉱

山
に
友

子
制
度
が
存
在
し
て
い

た
こ

と
が
明
確

に
確
認

さ
れ

る
。
す
な

わ
ち
吉
城
氏

の
調
査

に
よ
る
と
、
明

治
一
〇
年

の
（
羽

後
　
富
田
幾
蔵

〇
四
〇

才
）
」

の
墓
は
、
「
子
分
　

秋
田
　

畠
山
大
助
」
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
年
の
「
秋
田
　

坂
井

金
八
（
四
五

才
）
」
の
墓
は
、
「

南
部
　
工
藤

幸
助

、
同
　

金
道
吉
四
郎
」

に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

は
、

親
分
又
は

兄
弟
分

が
死

亡
し
た
場
合
子
分
又
は
兄
弟
分

た
ち
が
死

ん
だ
親
分
、
兄
弟
分
の
墓
を
建
て

る
と
い
う
友
子
慣
習
を
意
味

し
て

お
り
、
明
治
一
〇

年
頃

に
院
内

鉱
山
に
友
子
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
を
示

し
て
い

る
。
同
様
の
墓
は
明
治
二
〇
年
以
降
の
も
の
が
多
く

残
さ
れ
て
い

る
。

ま
た
『
院
内

銀
山
』
と
い
う
著
書
に
よ
れ
ば
、
「
日
清

戦
争
（
明

治
二
十
七
、

八
年
）

に
銀
山
よ
り

出
征
し
た

平
野
繁
松
以
下

十
一

名
が
何
れ

も
友
子
制

度
に
よ
っ
て
そ

の
留

守
家
族

が
、

全
山
の
人
達
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ

た
と
伝
え
ら
れ
」
て
い

る
と
記

し
て

お
り
、
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明

治
二
〇
年
代
中
頃

に
院
内

銀
山
に
友
子
制

度
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
細
倉
鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
院
内
鉱
山
で
は
明

治
三
四
年
、

三
五
年

に
取

立
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
顳

認
し
て
い
る
。
以

上
の
よ
う
に
、
院
内
鉱
山
で
も
、
明
治
一
〇

年
代
初

め
か
ら

友
子
制

度
の
存
在

が
確
認

さ
れ
る
。

次

に
歴
史

の
古

い
が
ｒ

鉱

山
に
つ
い
て
み
ょ
う
。
大
葛

鉱
山
に
お
い
て
も
文
献
上
の
友
子
資
料
を
欠
く
が
、
今
夏
私
の
行
な

っ
た
墓

石
調
査

に
よ
れ
ば
、
明

治
前
期

の
友
子

の
墓
石

三
柱

が
確
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
第
一
の
も
の
は
、
明
治
一
五
年
に
建
立
さ
れ

た
「
野

村
八
百

吉
」

の
墓
で
あ
る
が
、

親
分
子
分

関
係
を
示

す
文
字

は
消

え
て
は
っ
き
り
と
は
読
み
と
れ
な
か
っ
た
。
第
二
の
墓
は
、
明
治
一

七
年

の
も
の
で
「
津
軽

出
生
　

大
間

永
吉
」

の
墓
で
「
子
分
　

南

部
出
生
　

義
七
」
と
「

秋
田
出
生
　

永
大
郎
、
七
之
助
、
森
之
助
」

に
よ
っ
て
建

立
さ
れ
て
お
り
、
第

三
の
墓
は
、
明

治
一
八
年

の
も
の
で
「
秋

田
出
生
　
○
○

金
三
郎
」

の

も

の
で
、
「

子
分
　

仙
台
出

生
　

亀

治
」

と
「

舎
弟
　

秋
田
出

生
　

安
○

、
同
　

久
太
郎
」

に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
墓

か
ら
大
葛
鉱
山
に

お
い
て

も
明

治
一
〇
年
代
後
半

に
友
子
制

度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

阿
仁

鉱
山
も
他

の
鉱

山
と
同
様

に
明

治
期

の
友
子

資
料

を
欠

く
が
、
今
夏

の
私
の
墓
石

調
査
で
も
。
墓
地
が
整
備
さ
れ
て
し
ま
っ
て

お
り
、
明
治
期
の
古

い
墓
を
発
見

す
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
。
し

か
し
地
元

の
郷
土
史
研

究

グ
ル
ー
プ
の
行
な
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、

阿
仁
鉱

山
の

萱
草

坑
の

墓
石

に
は
、
明
治
二

二
年
の
「

山
元

銀
三
之
墓
」
が
あ
り
、
「
秋
田
　

文

治
良
立
之
」
と
あ
り
、
こ
の
ほ
か
叨

（
1
7）

治
三
四
年
の
墓
一
柱
が
記
録

さ
れ

て
い
る
。
阿
仁
鉱

山

の

友

子
制

度
に
つ
い
て
は
、
『
鉱
夫
調
査

概
要

』
が
ふ
れ
て
お
り
、

明
治
四
三

年
頃

に
相
当
盛

ん
で
あ

っ
た
こ
と

を
示
し
て

い
る
が
、
す
で

に
明

治
二
〇
年
代

初
め
か
ら
存
在
し
て

い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

次
に
秋
田
県
以
外
の
地
域

に
つ

い
て
み

る
こ

と
に
し

よ
う
。

ま
ず
福
島
県
下

に
つ
い
て
み
る
と
、
常

磐
地
方

の
磐
城
炭
曠

の
内

郷
町

田

坑
で
は
、
山

口
彌
一
郎
氏
に
よ

る
と
明
治
三
〇

年

に一
友
子
制
度

が
組
織

さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
明

治
三
〇

年
の
友
子

規
約
が
紹

匹
七

れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
常
磐
地
方
の
炭
倶
で
は
友
子
制
度
が
広
範
に
普
及
し

た
。



徳
川
期
に
友
子

の
存
在
が
示
唆

さ
れ

た
宮

城
県
下

の
黒

森
鉱
山
で
は
、
明
治
二
四
年

六
月

発
刊
の
『
日
本
鉱
業
会
誌
』
の
記
事
に
よ

1
2
2
　
る
と
｀
「

一
箇

゛
式
法

゛
踏

ぶ

…
…

親
分

…
…
兄

弟
胆

関
係
を
な
す
制
度
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
｀
明
ら
か
に
友
子
制
度
が
存
在
し

た
こ

と
が
確
認

さ
れ
る
。
細
倉
鉱
山
（

高
田

鉱
山
と
呼
ば
れ
た
時
期
も
あ
る
）
に
お
い
て
は
、
私
の
墓
石
調
査
に
よ

る
と
、
明
治
二
八

年

の
「
長
徠
直
之
助
（

行
年

卅
五
才
）
」
の
墓
は
「
于
　

長
棟
○
蔵
」
と
「
御

う

ど
生
　

弟
　

油
井
宇
儀
蔵
、
秋
田
生
　

弟
　

羽
田
安

吉
、
最
上
生
　

子
分
　

早
川
国
助
」

に
よ
り
建
立
さ
れ
、
明
治
二
九
年

の
一
つ
の
墓
は
一
人

の
「
舎
弟
」
と
四
人
の
「
子
分
」
に
よ
り

建
立
さ
れ
、

も
う
一

つ
の
墓

は
一
人

の
「
弟
」

と
四
人

の
「
取

立
兄
弟
」
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
細
倉
鉱
山
で

は
、
明
治
二
〇
年
代
後
半

に
友
子
制
度

が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
が
、
細
倉
鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
細
倉
鉱
山
で
明
治
二

九
年
に
三
月
と
七
月

に
取
立
が
二
回

も
行
な

わ
れ
た
こ

と
一
四一一

ポ
し
て
お
り
、

す
で

に
こ

の
時
期

に
は
、
友
子

制
度
が
著
し
く
発
達
し
て

い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
の
ほ

か
山
形
、
岩
手
、
新
潟
な

ど
の
鉱

山
に
お
け

る
友
子
制

度
の
所
在

が
問
題
に
な
る
が
、

私
の
不
勉
強

○
た

め
ま
だ
詳
細
は
明

ら
か
で
は
な
い
。

た
だ
し
細
倉
鉱

山
の
友
子
資
料

に
ょ

れ
ば
、
新
潟
県
下

の
草

倉
鉱
山
で
は
明
治
三
五

年
に
、
佐

渡
鉱
山
で
は
明
治
四

三

年
に
そ
れ
ぞ
れ
取
立
が
行
な
わ
れ
た
こ
謳

確
認

さ
れ
る
。
尚
、
佐
渡
鉱

山
に
つ
い
て
は
、
数
年
前

に
私
の
行
な
っ
た
墓
石

調
査
で

は
、
安

田
組
の
飯
場
跡

の
墓
石

に
、
「
明

治
三

二
年

八
月

十
八
日
、

子
分

中
　

建
之
」
と
刻
印
し

た
墓
石

が
残

っ
て

お
り
、
友
子

の

墓

と
推
測

さ
せ
る
。
し

か
し
佐
渡
鉱
山
の
研
究
者

も
明
治
期

の
友
子

の
所
在

に
つ
い
て

は
今

の
と
こ

ろ
確
認
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
細
倉

鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
山
形

県
の
永
松
鉱
山
で
明
治
三
八
年

に
、
二
重

坂
鉱

山
で

明
治
四

一
年

に
、
岩

手
県

の
水
沢
鉱
山
で

（
９９一
）

明

治
四
〇
年

に
、

綱
取

鉱
山
で
明
治
四
二
年

に
、
そ
れ

ぞ
れ
取
立

が
行

な
わ
れ
た
こ
と

を
示

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
鉱
山
で
も
友

子
制

度

が
存

在
し

た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
鉱
山
の
友
子
制
度
に
つ
い
て
私

は
、
今
後

も
う
少

し
研

究
を
重
ね
て
早
い
時
期

の
友

子

の
存

在
を
示
す

資
料

を
検
出
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
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尚
最

後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
次
項

で
論
じ
る
よ
う
に
。
北
海
道
の
炭
擴
開
発

に
際
し
て
、
明
治
初
年
代

か
ら
三
〇

年
代

に
か
け
て
、
東
北

地
方

の
金
属
鉱

山
か
ら
多
く
の
労
働

者
が
調
達

さ
れ
、
そ

の
折
に
東

北
地
方
の
鉱
山
に
於
て
存
在
し
て
い

た
友
子
制

度

も
熟

練
鉱

夫
と
共
に
北
海
道
に
移
入

さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で

あ
る
。
北

海
道
の
炭
曠

で
は
明
治
二
〇

年
代

に
す
で
に
友
子

制
度
が
形

成

さ
れ
て
お
ｈ
り、
そ

の
友
子

が
東
北
地
方

か
ら
移
入

さ
れ
た
と
い

う
こ

と
は
、

す
で
に
明

治
二
〇

年
代

に
東

北
地
方
の
諸
鉱
山
で
友
子

制
度
が
十
分

に
普
及
し

て
い

た
と
い
う
こ

と
で
あ

る
。

以
上

の
よ
う
に
東
北

地
方

に
お
い
て

は
、
徳
川
時
代

に
す
で

に
存
在

し
て

い
た
友
子
制
度

は
、
明
治

一
〇

年
代

に
お
い
て
も
、
尾

去

沢
、
院
内
、

大
葛
、
小
坂

の
諸
鉱

山
で
モ

の
存
在

が
確
認
乃
至

は
示
唆

さ
れ
、
明

治
二
〇
年
代

に
至

っ
て
は
、

荒
川
、
日

三
市
、
阿

仁
、

黒
森
、
細
倉

な
ど
の
諸
鉱
山
で
確
認
さ
れ
、
明
治
三
〇

年
代
前
半

に
お
い
て

も
、

磐
城
炭
曠
、
草

倉
鉱

山
な
ど
で

確
認

さ
れ
て
い
る
。

要
す

る
に
東
北
地
方
の
主
要
鉱
山

に
お
い
て

は
、
明
治
三
〇

年
以
前

に
友
子
制
度

が
相
当
普
及
し

て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

二

の
闥

の
注

（
１
）

拙
稿
「
徳
川
時
代

の
金
掘
友
子
に
関
す
る
考
察
」
、
『
経
済
志
林
』
第
四
八
巻
第
三
号
、
二
八
頁
以
下
参
照
。

（
２
）

松
井
勝
明
「
『
友
子
制
度
』
に
つ

い
て
」
、
金
属
鉱
山
研
究
会
報
第
五
号
、
一
九
七
四
年
一
一
月
参
照
。

（

３
）
　
三
菱
鉱
業
『
友
子
団
体
調
査

二
係
ル
件
』
、
左
合
「
友
子
同
盟
に
関
す
る
研
究
轉
」
、
『
人
と
』
一
〇
六
号
、
八
頁
。

（

４
）
　
秋
田
県
教
育
庁
『
秋
田
の
民
俗
』（

昭
和
四
一
年
刊
）
、
八
四
頁
、
一
〇

〇
～
一
頁
。

〇
５
）
　
鹿
角
市
史
編
纂
室
所
蔵
の
友
子
資
料
、
昭
和
一
四
年
の
「
嘆
願
書
」
に
よ

る
。

〇
６
）
　
左
合
藤
三
郎
「
友
子
同
盟
に
関
す
る
研

究
轉
」
、
『
人
と
人
』
一
〇

六
号
、
三
頁
。

〇
７
）

松

島
静
雄
『
友
子
の
社
会
学
的
考
察
』
、
六
一
頁
。

（

８
）
　
前
掲
細
倉
鉱
山
の
友
子
資
料
、
九
丁

。

（

９
）

前
掲
『
友
子
団

体
調
査
・一
係
ル
件
』
、
大

山
敷
太
郎
『
鉱
業
労
働

と
親
方
制
度
』
、
三
二
七
頁
。

〇
1
0）

前
掲
細
倉
鉱
山
の
友
子
資
料
、
九
五

丁
、
六
丁
。
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〇
1
1）
　
同

上
資
料
　

九
丁

、
一
三
丁

を
参
照
。

〇
1
2）
　
院
内

の
郷
土
史
家
斉
藤
誠
一
氏
の
話
に
よ
る
と
、
氏

の
友

人
で
も
あ
っ
た
院
内
鉱
山
で
代

々
働
い
て
い
た
某
氏
は
、
院
内

鉱
山
の
友
子
資
料

を
収
集
し
て

い
た
の
だ
が
、
火

災
に
あ
っ
て

す
べ
て

の
資
料
を
消
失

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
院
内

鉱
山
の
友
子

資
料
は
こ

の
世

に

残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
知

れ
な
い
。

（
1
3）
　
吉

城
文

雄
「

院
内

銀
山
地

間
墓
石
調

査
結
果

一
啓
ご
、
斉
藤
誠

一
氏
所
有

の
も
の
を
参
照

さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。

（
1
4）
　
院
内

銀
山
史

跡
保
存
顕
彰
会
緇

『
院
内
銀
山
』
（
昭
和
五
五
年
刊
）
、
六
八
頁
。

（
1
5）
　
前
掲

細
倉

鉱
山

の
友
子
資
料
、
八
三
丁
、
六
五
Ｔ

（
1
6）
　
萱
草
鉱
山
調

査
グ
ル

ー
プ
共
著
緇

『
阿
仁
鉱
山
萱
草
山
』
（
昭
和
五
八
年
刊
）
、
二
三
～
四
頁

。

（
1
7）
　
農
商
務
省
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
、
四
一
七
～
八
頁

を
参
照
。

（
1
8
）
　
直
居
駒
吉
「
敢
テ
鉱

業
ノ

ー
顧

ヲ
熕
「

サ
ソ
」
『
日
本
鉱
業
会
誌
』
〇
明
治
二
四
年
六
月
、
六
〇
号
）
、
二
六
〇
頁
。

（
1
9
）
　
山
口
彌
一
郎
『
炭
砿
聚
落
』
、
二

六
七
頁
。

（
2
0
）
　
前
掲
細
倉
鉱
山
の
友
子
資
料
、
一
四

丁
、
六
九
丁

〇
2
1）
　
同
上
資
料
、
三
九
丁
。
二
〇

丁
。

（
2
2
）

同
上
資
料
、
五
五
丁
。
八
五
丁
、
五
八
丁
。
五
五
丁
。
尚
、
綢
取
鉱
山
に
つ
い
て

は
、
『
友
子
団
体
調
査

二
係

ル
件
』

は
、
開
発

時

に

友
子

が
発
生
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
大
山
『
鉱
業
労
働
と
親
方
制
度
』
三
二

八
頁
。

㈲
　

北

海
道
に

お
け

る
友
子

制
度
の
形

成
と
普
及

北

海
道
に
お
け

る
友

子
制
度
は
、
北
海
道
に
お
け
る
炭
曠
の
開
発
と
石

炭
業
の
形

成
過

程

に
お
い
て
移
入

さ
れ
、
普
及
し

た
。
北
海

道

に
お
け
る
友
子
制

度
の
生
成
は
、
明
治
初
年
代

の
茅
沼
炭

礦
の
開
発
期

に
ま
で
さ

か
の
ぽ

る
こ

と
が
出
来

る
の
で
は
な
い

か
と
思

わ

れ

る
。
当
時

の
資
料

は
、
慶

応
四
年
（

一
八

六
七
）

か
ら
の
茅
沼
炭
破

の
開
発

に
際
し
て
、
「

坑
夫
「

佐
渡
、

南
部
、
秋
田

ノ

銅
鉛
坑

等

二
従
事

セ
ル
者
」

を
集
め
て
使
用
し

た
と
記

し
て
い

る
。
も
し
秋
田

の
鉱

山
で
友
子

制
度
が
存
在
し
て
い

た
と
す
れ
ば
、
秋
田

か
ら

茅
沼
炭
破

へ
の
熟
練
坑
夫

の
移
入

と
と
も
に
友
子
制
度

も
移
入

さ
れ
た
か
も
知

れ
な
い
。
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北
海
道

に
お
け

る
友
子
制
度

の
形

成
を
研
究

さ
れ
て

い
る
山
田

健
氏
も
、
「
茅
沼
炭
曠
で

は

明

治
初
年
に
は
す
で
に

友
子
の
坑
夫
も

存
在

し
た
で

あ
ろ
齟

と
推
論

さ
れ
て

い
る
。
因

に
、

夕
張
炭

曠
に
お
け
る
友
子

の
墓
石

調
斟

よ

る
と
、
明
治
九
年
六
月
死
亡
の
親

分
坑
夫

の
墓
が
、
八
名

の
「
義
兄
弟
」

に
よ
っ
て
建

て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
は
、

明
治
九
年
に
死

亡
し

た
親
分
坑
夫

と
夕
張
炭
坑

の

開
発

さ
れ
た
明

治
二
二
年
以
降

に
、
義
兄

弟
坑
夫
が
友
子

の
お
き
て

に
従

っ
て
建
て

た
も
の
で
あ

る
が
、
明
治
九
年
以
前

に
こ

の
親
分

は
、

八
名

の
義
兄
弟

を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
兄

弟
分
子
分
関
係
の
存
在

か
ら
こ
こ

に
友
子
の
存
在

を
み

る
事

が
出
来

る
が
、
果

し
て
こ
の
友
子

関
係
が
、

も
し
東
北

地
方

の
鉱
山
で
形

成
さ
れ

た
も

○
で
な

か
っ
た
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
茅
沼
炭
坑

に
お
い
て
形
成

さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
友
子

Ｏ
義
兄

弟
た
ち
は
、
恐
ら
く
夕
張
炭
曠

の
開
発

に
茅
沼
炭
坑

か
ら
動
員
さ
れ

た
鉱
夫

と
一

緒
に
、
夕
張
炭
破

に
移
転
し
て
き
て
、

夕
張
炭
繽
に
お
い
て
、
友

子
の
掟

に
従

っ
て
兄

弟
分

の
墓

を
建
て

た
ら

○
と
思

わ
れ

る
。
こ

の
事
が
事
実

だ
と
す

れ
ば
、
茅
沼

炭
坑
に
明
治
初
年
代
に
す
で
に
友
子
制
度
が
東
北
地
方

か
ら
移
入

さ
れ
、
存
在
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
は
、

明
治
初
年
代
に
す
で
に
茅
沼
炭
坑
に
友
子
制
度
が
生
成
し
て
い

た
の
で

は
な
い
か
と
考
え

る
。
し

か
し
こ

れ
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
推
論
の

城
を
出
な
い
。

山
田
氏

に
よ
れ
ば
、
茅
沼
炭

坑
で
友
子
制
度

の
存
在

が
幾
分

と
屯
資
料
的
に
確

か
な
も
の
と
し
て
主
張
し
う
る
の
は
、
明
治
二
〇

年

代
初

め
頃
で
あ

る
。
山
田
氏
の
調
査
に
よ

る
と
、
茅
沼
炭
曠

に
は
明

治
二
四
年
死

亡
の
泉
屋
寅
五
郎
、
二

苙
年
死

亡
の
津
軽
文
吉
。
野

沢
子
之
助
の
墓

が
あ

る
と
い
う
。
寅
五
郎

の
墓

は
、
二
人

の
子
分
、
文

吉
の
墓
は
一
人

の
子
分
、
子

之
助

の
墓
は
二
人

の
子

分
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ

た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
事
実

か
ら
山
田
氏

は
、
茅
沼
炭

曠
で
は
、
「

少
な
く
と
も
、
友
子
取
立

は

二
〇
年

に
は

行
な
わ
れ

て
い

た
で
あ
ろ
う
」

と
主
張
さ

れ
て

い
る
。

と
い
う

の
は
、
二
人

の
子
分

を
も
つ
た
め
に
は
、
少

な
く
と
も
死

亡
し
て
墓
を
建
て
て
も

ら
う
四
年
前

に
最
初

の
子
分
を
持
つ
必
要
が
あ
る

か
ら
で

あ
る
。

北
海
道

に
お
け

る
友
子
制
度

の
存
在
が

も
っ
と
明

確
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
幌
内
炭

曠
Ｏ
場
合
で
あ
る
。
幌
内
炭
曠
は
、
明
治

匸
一
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年
か
ら
開
発
さ
れ
、
は
じ

め
茅
沼
炭
曠

か
ら
坑
夫
を
移
入
し
、

ま
た
東
北

の

諸
鉱
山

か
ら
熟
練

鉱
夫

を
移
入
し
て
労
働
力

を

編
成
し

た
。
こ
の
幌
内
炭
曠
で
は
、
郷
土
史
家
供
野
外

吉
氏

に
よ
る
古
老

か
ら
の
聴
取

調
査
に
よ

る
と
、
明
治
二
九
年

に
初

め
て
自
坑
夫

の
友

子
取
立
式
が
行

な
わ

れ
た
と
以

れ
て
い

る
。
山
田
氏

の
調
査

に
よ
る
と
、
幌

内
炭

曠
に
は
、
明
治
二
八
年
の
子
分
吉
永
春
吉

に
ょ

る

「
秋

田

福
松

」
親
分
の
墓
と
「
徳
次
郎
」
親
分
の
墓
が
残

っ
て
い

る
と
い
う
こ
註

あ
る
。

‘
従
っ
て
、
幌
内

炭
礦
で
は
、
供
野
氏

の

聰
取

り
が
事
実
だ
と
し

て
も
、
明
治
二
七
、
八
年
に
渡
り
拡
夫

の
友
子

の
制
度

が
存
在
し
て
い

た
可

皹
性
は
強

い
。

幌
内
炭
纖
に

お
け

る
友
子
の
存
在
を
は

っ
き
り

と
資
料
的

に
証
明

す
る
も
の
は
、
友
子

の
取

立
面

附
で
あ
る
が
、
供
野
氏
に
よ

る
と
、

明
治
三
二

年
の
「

渡
友
子
掘
手
面
附
」
が
残
っ
て
い

る
と
い
う
こ

と
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
兄

弟
面

附
で
あ
り
、

親
分
子

分
の
取

立
面
附

で
は
な
い
が
、
幌
内
炭

曠
で
明
治
三
〇

年
代
初

め
に
友
子
制
度
が
成
立
し

て
い
た
こ
と
を
確
実

に
証

明
し
て
い
る
。

次
に
明
治
二

三
年

か
ら
開
発
さ
れ

た
夕
張
炭
曠
の
友
子
制
度

は
、
何
時
頃

か
ら
確
認

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
両

親
と
弟
妹
と
共
に
、

熊
本

か
ら
明
治
一
八
年
に
開
発
さ
れ

た
幾
春
別
炭
破
に
移

っ
て
き

た
築
田
郡
太
郎

は
、

六
〇
年

前
を
回
顧

し
て
綴
っ
た
自
伝
の
中
で
、

友
子

制
度
は
、
「
夕
張
で

屯
三
井

登
川
、
石
狩
炭
曠

の
新

夕
張
、

夕
張
坑

に

開
発
当

初
か
ら
結
成
さ
れ
乙
心

っ
た
」

と
記

し
て
い

る
。

更

に
築
田

は
、
「
俺

は
幾
春
別

時
代

に
二
十
一
歳

で
長
屋
頭

に
な
り
夕
張
へ
来
て

か
ら
も
七
人
の
弟
分
を
持
ち
威

っ
て

い
麓

と
語
り
、

幾
春
別
で
友
子

に
入

っ
た
こ
と
を
示

唆
し
、
明
治
二

五
年

に
移

っ
て
き

た
夕
張
炭
峡

で
七
人

の
弟
分

を
持
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

頃
す

で
に
夕
張
炭
擴
で
も
友
子

制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。

明

治
二
〇
年

代
中
頃

に
夕
張
炭
曠
に
友
子
制

度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
証
明
す

る
も
う
一
つ

の
資
料

は
、
友
子

の
墓
石

の
存
在
で

あ
る
。
『
夕
張
・
働

く
も

の
の
歴
史

を

記
録

す
る
会
』

の
調
査

に
よ
る
と
、
夕
張
炭
破
に

お
い
て

明
治
二
四
年
四
月
建

立
の
「

大
阪
産

谷
○
○
○
」

の
銘

の
あ
る
墓
詣

あ
る
と
い
う
。
ま
た
明
治
二

九
年

の
も
の
一
柱
、
明
治
三
一
年
、
三
三
年

の
屯

り
各
一
柱

が
残
っ
て

い
る
と
い
へ
釦

と
で

あ
る
。
こ

れ
ら
の
墓

は
、
子
分

と
な
っ
た
坑
夫
た
ち
に
よ

っ
て
建
て
ら
れ

た
親
分
坑
夫
の
も
Ｏ
で
あ

る
こ

と
は
疑
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い

な

い
と

こ

ろ
‘で

あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″

以

上

の

よ
り

に

、
北

海

道

に

お

い

て

友

子

制

度

は
、

茅

沼

炭

破

で

は
明

治

初

年

代

か
ら

。

夕

張

炭

擴

や

、
幌

内

炭

擴

、
幾

春

別
炭

曠

‘

な

ど
で

は

、
明

治
二

〇

年
代

中

頃

に

は
成

立

し

て

い

た
と

思

わ
れ

る
。

こ

れ

は
、

北

海

道

に

お
け

る
炭

曠

開

発

に
東

北

地

方

の
金

属

鉱

山

の
坑

夫

が
動

員

さ

れ

、

そ

の

際

に

す

で

に
東

北

地

方

で

存

在

し

普

及

し
て

い

た
友

子

制

度

が
持

ち
込

ま

れ

た

こ

と

と

。

炭
曠

開

発

に

友

子

が

一

定

の

役

割

を
果

た

し

、

発

展

す

る
根

拠

が

存

在

し

て

い

た
こ

と

を
意

味

す

る
。

明

治

三
〇

年

代

初

め
に

北

海

道

に

お
い

て

友

子

制

度

が
広

範

に
普

及

し
て

い

た

こ

と

は
、

明

慟

三
二

年

に

北

海

道

に
お

け

る

炭

擴

の

友

子

の
親

分

た

ち

が

札

幌

で

「

日

本

坑

夫

同

盟

」

を

組
織

し

よ
り

と

し

た

こ

と

、
そ

し
て

こ

の
同

盟

の

組

織

人

員

は

「

四

五
〇

〇

名
」

で

あ

っ

た

こ

と

に
よ

っ
て
十

二

分

に
証

明
（
Ｓ
）

て

い

る

の
で

あ

る
。

北

海

道

の
金

属

鉱

山

で

は
、

細

倉

鉱

山

の
友

子

資

料

に

よ

る

と

、

然

別

鉱

山

で
明

治

三

五

年

に
取

立

が

行

知

れ
て

い

る
。

北

海

道

の
金

属

鉱

山

は

一

般

に
開

発

が
遅

れ
、

明

治

後

期

か

ら
開

発

さ

れ
て

お

り

、

従

っ
て

明

治

期

の

友

子

に
と

っ
て

は
あ

ま

り

問

題

に
な

ら

な

い

。
二

の
㈲
の
注

（

１
）

榎
本
武
揚
「
北
海
道
後
志
国
岩
内
郡
茅

ノ
澗
石
炭
山
取
調

書
」
〇
明

治
苙
年
）
。
『
新
し
い
道
史
』
第

八
巻
第
二

号
。
一
七
頁
。

〇
２
）
　
北
海
道
開
拓
記
念
館
研
究

報
告
第
四
号

『
北
海
道
に
お
け
る
炭
鉱
の
発
展
と
労
働
者
』（

昭
和
苙
三

年
）
、
Ⅲ
「
友
子
制
度

の
導
入
と
そ

の
系

譜
」（

山
田
健
稿
）
。
六
五
頁

。

（
３
）
　
夕
張
・
働

く
も

の
の
歴
史

を
記
録

す
る
会

錙
『
わ
が
夕
張
』（

附
録
資
料
「

綜
合
調
査
研
究
夕
張
友
子
坑
夫
墓
石
」
、
三
ニ

ー
頁

。

（

４
）
　
前
掲
山
田
論
文
、
六
苙
頁
。

（

５
）
　
同
上
書
、

六
九
頁

。
七
八
頁

の
注
5
5
を
も
参
照

。

（

６
）
　
同
上
書
。
六
九
頁

の
第
四
三
表

を
参
照
。

（
７
）
　
同
上
杳
、
六
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
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〇
８
）

森
武
斧
『
風
雪
六
十
年
』（
夕
張
発
展
の
裏
面
史
・
簗
田
郡
太
郎
伝
）、
六
頁
。

（
９
）
　
同
上
書
、
七
頁
。

（
1
0）

前
掲
『
わ
が
夕
張
』
。
三
〇
八
頁
。

（
1
1）
　
同
上
書
、
三
〇
六
、
三
一
八
、
三
二
六
の
各
頁
。
尚
明
治
三
五
年
以
降
の
も
の
は
省
く
。

（
1
2）

新
夕
張
炭
砿
労
組
緡
『
新
夕
張
と
共
に
』
、
二
四
三
一

四
頁
。

（
1
3）

前
掲
細
倉
鉱
山
友
子
資
料
、
七
四
丁
。

㈲
　

九
州
に

お
け
る
友
子
制
度
の
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

こ

れ
ま
で
九

州
地
方
に
は
、
友
子
制
度
は
あ

ま
り
存
在
し
な

い
と
考
え

ら
れ
て
き

た
。
確

か
に
九
州
地
方

に
お
い
て
は
、
金
属
鉱
山

が
多

く
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
金
属
鉱
山
に

お
い
。て
発
生

し
た
友
子
制
度

は
、
普
及

し
な
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
管
見
す
る

限

り
今

の
と
こ

ろ
少

な
く
と
も
徳
川

時
代
の
九
州
の
金
属
鉱
山
で

は
、
友
子
制
度
の
存
在

は
確
認

さ
れ
て

い
な

い
。

し
か
し
九
州
の
金

属
鉱

山
に
お
い
て
、
友
子
制

度
は
全
く
存
在
が
確
認
さ
れ
な
い

わ
け
で
は
な
い
。

大
正
六
年

に
行

な
わ
れ
た
友
子
同

盟
に
関
す

る
調
査
に
よ
れ
ば
、
九
州
の
金
属
鉱
山
に

お
い
て
友
子
制
度
が
、

わ
ず
か
な
が
ら
確
認

さ
れ
て

い
る
。
す

な
わ
ち
、
調
査

に
よ
る
と
九
州
の
鉱
夫
の
〇

・
四
％
（

九
四
〇

人
）
が
友
子
に
組
織
さ
柚
ヤ

い
た
の
で

あ
る
。
同
調

査
に
よ

る
と
、
連
合
交
際

と
い
っ
て
一
鉱
山
の
友
子

組
織
が
連
合
し
て
交
際
を
行
な
り

も
の
が
、
大
分
県
の
鉱
山
で
一
六
鉱

山
、
鹿
児

島
で
三
鉱
山
存
在
し

た
。
九
州

の
金
属
鉱

山
で
は
、
大
正

期
に
は
、
数
は
少
な
く
、
ま
た
組
織
人
員
こ
そ
少
な

か
っ
た
が
、
友
子
制
度

は
存
在
し
て
い

た
の
で
あ

る
。

大
正
期

の
九
州

に
お
い
て
は
、

わ
ず
か
な
が
ら
友
子

制
度
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
明
治
期

に
お
い
て
は
ど
う
な

っ
て

い
た
の
だ

ろ
り

か
。

私
の
こ
れ
ま
で
の
狭
い
研

究
段
階
に
お
い
て
は
、
明

治
期
の
九
州
地
方
の
金
属
鉱
山

に

お
い
て
友
子
制

度
が
存
在
し

た
こ
と

を
確
認
す

る
こ

と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
私
は
、
明

治
期

の
九
州

地
方

の
金
属

鉱
山

に
お
い
て
も
、

十
分

と
は
い
え
な
い
ま
で
も
友
子
憫
度
は
存
在

し
て

い
た
の
で

は
な
い
か
と
考

え
る
。
そ

の
根
拠

は
、

大
正

初
期
に
九
州

の
金
属
鉱
山
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に
友
子
制
度
が
存
在
し
て

い
た
と
い
う
こ

と
は
、
友
子
が
他
地
域

か
ら
移
入

さ
れ
た
と
い
り
の
で
は
な
く
、
元

々
九
州
地
方
に
存
在
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ

る
。

金
属
鉱
山
の
友
子
に
つ
い
て

は
今

は
お
く

と
し
て

も
、
日
本

の
石
炭
業

の
中

心
地

で
あ
る
九
州
地
方
の
炭
曠
に
友
子
制

度
は
果
た
し

て
存
在
し
て
い

た
か
ど
う

か
が
問
題
で
あ

る
。
さ
き

の

友
子
調
査

で
は
、
｛

九
州
及

山
口
県

ノ
石
炭

曠

｝一
（

行
（

ル
ル
コ
ト
ナ

シ
）

と

指
摘

さ
れ
て
お
り
、
爾
来
九
州
の
炭
破
に

お
い
て
は
、
一
般

に
友
子

は
全
く
存

在
し
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

に

思

わ

れ

る
。
例
え
ば
隅
谷
三
喜
男
氏
は
、
友

子
は
「

筑
豊
や
宇
部

に
は
み
ら
れ
な
い
」

と
断
言

さ
れ
て

い
る
。

し
か
し

明
治
末
期
の
九
州
地
方
の
炭
曠
に
友
子
制
度
が
存
在
し

た
こ
と

は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
示

す
資
料
の
一
つ
は
、
松

島
氏

の
所

有
す
る
友
子

資
料
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
明
治
末
期

か
ら
大
正

初
年
に

か
け
て
一
老
鉱
夫

が
所
持

し
て

い
た
奉
顯
帳
で
、
そ

の
奉
顯

帳
の
中
に
は
、
老
鉱
夫
が
一
宿
一
飯
を
も

と
め
て

九
州

地
方

を

巡

回
し
た
折
、
福
岡
県
の
「
忠
隈
住
友
鉱
業
所
友
子
一
酎

」（

大
正
二

年
二
月

一
〇
日
）

と
記

し
た
署
名
が
あ
る
。
こ
の
亊
実
は
、
大
正

二
年
に
住
友

の
忠
隈
炭
啖

に
友
子

組
織

が
存
在
し
て
い

た
こ

と
を
明

確

に
示
し

て
い

る
。
つ
ま
り
一
老
鉱
夫
が
、
忠
隈
炭
曠
に
立
寄

っ
た
際
、
忠
隈
炭
曠

の
友
子
連
中

は
、
六
〇
銭

の
金

銭
を
喜
捨

し
た
の

で

あ
る
。

も
っ
と
も
金
額

の
少

さ
は
、
こ

の
友
子

組
織
が
大
き
く
な

か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て

い
る
の
で

あ
る
が
。

九
州
地

方
の
炭
曠
に
お
い
て
明
治
末
期
に
友
子
制
度
が
存
在
し
て

い
た
こ
と

を
示
す

も
り
一
つ

の
資
料

は
、
昭
和
五
一
年

の
『

Ｉ
ネ

ル
ギ
ー
史
研

究

ノ
ー
ト
』
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
福
岡
県
鞍
手
郡

の
貝
島
炭
破
の
満
之

浦
坑
本

坑
で
明

治
四
二
年

六
月
一
三
日

に
行

な
わ

れ
た
友
子
取

立
の
免
状
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
明
治
末
年

に
満
之
浦
坑

に
友
子
組
織

が
厳
然

と
し
て

存
在
し
た
こ

と
を
意
味

す
る
。
取

立

式
で
友
子

に
取

立
て
ら
れ
た
坑
夫
数
が
子

分
五
名
兄

分
五
名
に
及

ん
で
い

る
こ

と
か
ら
、
友
子

組
織

は
そ
れ

ほ
ど
小

さ
く
な
か
っ
た
こ

と
が

わ
か
る
。
更

に
注
目
す
べ
き
は
、
満
之
浦
本
坑
の
友
子
取
立
式

に
は
、
満
之
浦

。二

坑
か
ら
伊
予
出
身

の
二
名
、
備
中
出
身

の
一
名

の
計
三
名

の
立
会
人

と
鞍

手
郡

の
貝

島
炭

礦
の
桐
野
炭
坑
第
三
坑
か
ら
伊
予
出
身
二
名
、
石
見
出
身
一
名

の
計

三
名

の
坑
夫
が
出
席

し
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て

い
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
満
之
浦
の
本
坑
以
外
の
第
二
坑
と
貝
島
炭
破

の
桐
野
炭

坑
第
三

坑
と
に
友
子

組
織

が

存

在
し
、
モ

Ｏ
代

表
三
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ
満
之
浦
本
坑
の
取
立
式

に
参
加
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

ま
た
別

の
資
料
は
、

今
村
等
が
明
治
末
期
の
九
州
で
友
子
に
加
入
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
大
正
末
期

か
ら
昭
和
初
期

の
常
磐

地
方

の
日

本
鉱
夫
組
合

の
指
導
者
で
あ
っ
た
高
原
浅
一
は
、
戦
後
に
な

っ
て
昔
を
回
顧
し
た
際

に
、
九
州
長
崎

の
「
香
焼
炭
坑

焼
打
事

件
（
大
正
九
年
Ｉ

引
用

者
）

で
入
獄
し
た
今
村
等
も
こ
の
世
界
（

友
子
の
こ
と
１
引

用
者
）

か
ら
跳
躍
し
て
坑
夫

組
合
を
長
崎
港
外

の

小
島
に
打
建

て
た
が
、

口
癖
の
よ
う
に
『
交
際
坑
夫
時
代
は
よ

か
っ
た
ば
い
』
と
懐
し
い
郷
愁
を
抱
い
て
い

祐
ら

と
語

っ
た
。
こ
の
証

言
は
、
今
村

が
友
子

の

メ
ソ
バ

ー
だ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
村
等
は
、
明
治
二

五
年
に
熊
本
県
で
生
れ
、
小
学
校
卒
業

と
と

も

に
各
地

の
炭

坑
で
働

い
た
が
、
高
原

の
証

言
が
正

し
い
と
す
れ
ば
、
明
治
三
〇

年
代
末
か
ら
四
〇

年
代
、
ま

た
大
正
初

め
に
九
州
の

ど

こ

か
の
炭
坑
で
友
子

に
加
入

し
た
こ
と
に
な
る
。
今
村

は
大
正

五
年
に
香
焼
炭
坑
で
友
愛
会
の
支
部
を
組
織
し
、
そ
の
後
、
炭
坑
労
働

組
合
運
動
で
活
躍
し

た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で

あ
る
。

し
か
し
『

今
村

等
皀

は
、
今
村

が
友
子

に
入

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
な
い
。

以

上
の
こ
と
か
ら
、
明
治
四
〇

年
初

め
に
九
州
地
方

に
は
、
満
之
浦

坑
を

は
じ

め
他

の
炭

曠
（

忠
隈
を
含
め
）

で
、
わ
ず
か
な
が
ら

友
子

組
織
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
尚
、
取

立
免
状

の
親
分

坑
夫
そ

の
他

の
友
子

メ
ン
バ
ー
の
出
身
地
を
見

る
と
、
金
属
鉱

山
所
在

地
の
坑
夫
が
多
い
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ

か
ら
分

か
る
こ

と
は
、
九
州

の
炭
坑

の
友
子
組

織
は
、
金
属
鉱
山
か
ら
移
入

し
た
坑

夫

た
ち
に
ょ

っ
て

組
織
さ
れ

た
可

能
性
が
強

い
。

で
は
明

治
末
期

の
九

州
地
方
の
炭

礦
に
友
子

組
織
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
時
頃
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点

に
つ
い
て
今
明
確

に
答
え
る
資
料

を
欠
く
が
、
あ

る
資
料
は
友
子

が
明
治
一
〇

年
代
に
す
で

に
形

成
さ
れ
て

い
た
の
で

は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
モ

の
資
料

は
、

明
治
鉱
業

の
頭

領
で
あ
っ
た
白
石
桂
次
郎
の
証

言
で
あ

る
。
彼

は
、
昭
和
七
年

に
明
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治
一
〇
年
代

の
九
州

の
炭
朖

に
つ
い
て
回
顧
し

つ
つ
「

テ

ク
テ

ク
歩
い
て
ゐ
ま
す
と
交
際
が
二
人
戻

っ
て
来

る
の
に
会
い

ま
し

た
」

と

か
、
「
堀
さ
ん

は
此

の
三
日
三
次
郎

の
乾
分
で
し

允
」
と

か
、
「

こ
の
頃
炭

曠
に
は
飯
場
と
云
う
の
が
あ
っ

祐

」
と

か
語

っ
て
い

る
。
確

か
に
九
州

の
炭
曠

で
は
頭

領
制

度
が
存
在
し
、

坑
夫
の
間

で
は
親
分

子
分
の
関
係
は
存
在
し
て
は
い
た
が
、
管
見
す

る
限
り
、
そ
こ

に

「
交

際
」

と
か
「

飯
場
」

と
い
う
関
係
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
交
際
と
い
う
関
係
は
、
友
子

に
お
け
る
交
際
で
あ

っ
て
、

飯
場
も
友
子

の
交

際
飯
場
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
す

る
と
、
明
治
一
〇

年
代
に
九
州
の
炭
曠
に
は
、
友
子
制
度
が
存

在
し
て

い
た
可
能

性
も
あ
る
。

し
か
し
こ
の
事
が
事
実

だ
と
す
れ
ば
、
明
治
一
〇

年
代
に
九
州
の
金
属
鉱
山
あ

る
い
は
中
国
、
四
国
、
関
西

の
金
属
鉱

山
か
ら
炭
啖

に
友
子

が
移
入

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
明
治
期
の
九
州

に
お
け

る
石
炭
業
の
発
展

は
、
常
磐
や
北
海
道

に
お
け

る
場
合

と

同

様
に
、
金
属
鉱
山

か
ら
鉱
夫
を
移
入
し
、
同

時
に
友
子
制
度

を
も
移
入
し

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
九
州

に
お
け

る
友
子
制

度

は
、
炭
曠
で
は
十
分

に
普
及
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ

る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
別
稿
で
そ
の
根
拠
を
示
し

た
こ
と
が
あ

る
。
す
な

わ
ち
九
州
の
石
炭
業

に
は
、
す

で
に
一
八

世
紀
末

以

来
の
長
い
伝
統
が
あ
り
、
明
治
維
新
期

か
ら
の
近
代
的
石
炭
業
の
開
発

は
、
北
海
道
の

よ
う

に
金
属
鉱

山
の
労
働

者
に
依
存

す
る
こ

と
な
く
、
在
来
石
炭
業
の
中
で
発
展
し
た
熟
練
坑
夫
や
、
頭
領
制
度

に
依
存
し

て
行

な
わ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

九
州

で
は
、
す
で
に
頭

領
制
が
形

成
さ
れ
て
い

た
の
で
、
近
代
的
石
炭
業
の
開
発

に
際

し
て
、
友
子
制
度

の
導
入

も
依
存
も
必
要

が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ

る
。
明
治
期

の
金
属
鉱

山
の
開
発
に
際
し
て
果

た
し

た
友
子
制
度

の
役

割
は
、
九
州

の
炭
纖
で

は
、
頭
領
制
度
が

果
た
し
た
の
で
あ

っ

た
。
し

か
も
明
治
期
に
九
州

の
炭
礦
で
支
配

的

と
な

っ
た
頭
領
制

度
は
石
炭
業

に
異
質

な
友
子
制

度
の
浸
入

を
心
よ
く
受
け
と
ら
ず
、

む
し
ろ
排
撃
し

た
に

ち
が

い
な
い
の
で
あ

る
。

い
ず
れ

に
し

ろ
九
州
地
方

に
お
い
て
、
友
子
制
度

は
、
幾
分

と
屯
存
在
は
し
た
が
、

普
及
す

る
ま
で
に
は
い
た
ら
な

か
っ
た
こ
と

は
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事
実
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
理
由
は
、
友
子
制
度
が
九
州
地
方

の
風
土

に
な
じ

ま
な

か
っ
た
と
い
り

莫
然

た
る
理
由
で

は
な
く
、
伝

統

的
な
石
炭
業
の
存
在
自
体
、
あ
る
い
は
友
子
制
度
に

ま
で
発
展
し
て

は
い
な
い

が
、
そ
れ

に
近

い
機

能
を
も
っ
た
頭
領
制

の
存

在
が
、

友

子
制
度
の
機
能
を
代
行
し
モ

の
普
及
を
防
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

二
の
圜
の
注

（
１
）

農
商
務
省
『
友
子
同
盟
二
関
ス
ル
調
査
』（
大
正
八
年
）
、『
近
代
民
衆
の
記
録
２
鉱
夫
』
、
三
六
〇
頁
。

（

２
）
　
同
上
書
、
三
六
六
頁
。

（

３
）
　同
上
書
、
三
五
九
頁
。

〇
４
）
　隅
谷
三
喜
男
『
日
本
賃
労
働
の
史
的
研
究
』
、
一
〇
八
頁
。

〇
５
）

松
島
『
友
子
の
社
会
学
的
考
察
』
、
一
三
二
頁
と
前
掲
『
近
代
民
衆
の
記
録
』
、
四
一
一
頁
の
写
真
を
参
照
。

（
６
）
　
福
沢
重
利
「
筑
豊
地
方
０
炭
鉱
に
お
け
る
友
子
同
盟
に
つ
い
て
」
、『

エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
ノ
ー
ト
』
第
七
号
。

（
７
）
　
高
原
浅
一
「
常
磐
鉱
夫
組
合
血
戦
秘
話
圓
」
、
全
炭
鉱
機
関
紙
『
全
炭
鉱
』
昭
和
二
八
年
一
一
月
一
〇
日
号
。

〇
８
）
　
今
村
等
伝
刊
行
委
員
会
緇
『
今
村
等
伝
－

反
骨
の
八
十
八
年
－

』（
昭
和
五
五
年
）
を
み
よ
。

〇
９
）
　
白
石
桂
次
郎
「
思
い
出
話
」
、
『
人
と
人
』
一
〇
五
号
、

匸
一
頁
。

〇
1
0）

拙
稿
「
徳
川
期
石
炭
業
に
お
け
る
技
術
・
経
営
・
賃
労
働
」
、
『
経
済
志
林
』
第
五
二
巻
第
一
巻
、
五
八
頁
。

㈲
　

本
節
の
ま
と
め

以

上
簡
単
な
が
ら
明

洽
期

と
く
に
明
治
の
よ
ｈ
ソ
早
い
時
期
に
友

子
制

度
は
、
各
地
０
鉱
山
で
ど
の
程
度
モ

の
存
在
が
確
認
さ
れ

る
か

を
み
て
き
た
。
そ

し
て
我
々
が
注
目
し
た
い
の
は
、
す
で
に
明
治
一
〇

年
代
ま
で
に
、
各
地
の
鉱
山
で
友
子
制
度
の
存
在
が
広
範
に
確

認
な
い
し
楪
示

唆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
関
東
・
中

部
地
方
で
は
、
飛
騨
の
鹿
間
銅
山
、
長
棟
鉱
山
な
ど
、
あ
る
い
は
栃

木
県

の
足
尾

銅
山
、
近

畿
以

西
の
地
方
で
は
、
奈

良
県
下

の
中
ノ
滝
鉱
山
モ

の
他
諸
鉱
山
、
和
歌
山
、
愛
媛
両
県

の
小

鉱
山
、
更

に
兵

庫

の
生
野
鉱
山
、
岡
山
県

の
吉
岡

鉱
山
、
東

北
地
方
で
は
、
尾
去

沢
鉱
山
、
小

坂
鉱
山
、
院
内
鉱
山
、

大
葛

鉱
山
な
ど
、
ま
た
北
海
道
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第２図　明治35年前 の友子 制度 の所在 分布
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で
は
茅
沼
炭

礦
、
九
州
地
方
で
も
福
岡
の
炭
曠
な

ど
で
友
子

制
度
の
存
在
が
確
認
乃
至
示
唆

さ
れ

た
。

更

に
明
治
二
〇

年
代

か
ら
明
治
三
〇

年
前
半
期

に
入

る
と
各
地

の
鉱

山
で
一
層
広
範

に
友
子
制
度
が
確
認

さ
れ

て
い
る
。

中
部
・
関

東

地
方

で
は
、
神
岡
旧
坑
、
足
尾
銅
山
を
別
に
し
て
、
山
梨
県
の
宝
鉱
山
、
河
井
鉱
山
、
石
川
県

の
辺
戸
鉱

山
、
近
畿
以
西

で
は
、
兵

庫
県

の
神
子
畑
鉱

山
、

岡
山
県
の
吉
岡
鉱
山
の
周
辺
の
諸
鉱
山
、

愛
媛
県
の
別
子
銅
山
、
市
之
川
鉱
山
な
ど
、
東
北
地
方
で

は
、
秋
田

県

の
日

三
市

鉱
山
、
荒
川

鉱
山
、
阿
仁
鉱
山
な
ど
、
ま
た
新

潟
県

の
草

倉
鉱
山
、
福
島
県
の
、
磐
城
炭
礦
、
宮
城
県

○
細
倉

鉱
山
、
黒

森
鉱
山

な
ど
で
、

よ
り

確
実

に
友
子
制

度
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ

ら
の
事
実

は
、
徳
川
期

に
成
立
し
た
友
子

制
度

が
、

維
新
期

を
経
て
明
治
一
〇

年
代
に
全
国
各
地
の
鉱
山

に
お
い
て
相
当

に
普

及
し
、
明
治
三
〇

年
代
前
半
期

ま
で
に
制
度

的
に
屯
十
分

に
発
達

し
て

い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
松

島
静
雄
氏
が
指

摘
さ
れ

る
よ
う
に
、
友
子
制
度
が
明
治
末
年

ま
で

に
、
「

最
も
形

態
的
な

発
展

に

到
達

に
心

」

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
も
友
子
制

度
は

か
な
り
の
発
達
を
み
て

い
た
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
私
見

を
述

べ
る
な
ら
ば
、
友
子
制

度
は
、
徳
川
期
に
成
立
し
、

維
新
期
の
鉱
山
開
発
ブ

ー
ム
、
そ
し
て
明
治

初
年
代

か
ら
の
鉱
山

の
近
代
化

の
過

程
に
お
い
て
、

鉱
業

経
営
者
に
ょ
っ
て
モ

の
存
在
価

値
が
認

め
ら
れ
、
ま
た
労
働
力
不
足
と
い
う
友
子

に
有
利
な
情
況
も
あ

っ
て
、

急
速
に
発
達

し
、
制
度

的
に
も
整
備
さ
れ
て
い

っ
た
の

で
あ
る
。
そ

し
て
友
子

制
度

は
、
明
治
二
〇

年
代

に
お
い
て
、
少
な
く

と
も
明
治
三
〇

年
代

の
前
半
期

に
ま
で
に
制

度
的
に
十
分
に
確

立
を
み
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
私
は
、
次
の
節
以
降
で
明
治
三
〇

年
代
前
半
期
以
前

の
友
子
制
度

の
組
織

と
機

能
を
具
体
的
に
分

析
す
る
こ
と
に
ょ

っ
て
、
私
見
を
実
証

す
る
こ
と

に
し

た
い
。

三
の
間
の
注

〇
１
）

松
島
静
雄
『
友
子
の
社
会
学
的
考
察
』
、
一
九
六
頁
。
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